
１．件名:川内原子力発電所運転期間延長認可申請（１、２号炉の運転の期間の延長）及び保安規定変

更認可申請（１、２号炉の高経年化技術評価等）に関する事業者ヒアリング 

２．日時:令和５年８月２日（水） １４時００分～１７時３０分 

３．場所:原子力規制庁 ９階 A会議室（※一部ＴＶ会議システムによる出席） 

４．出席者: 

原子力規制庁 

 原子力規制部審査グループ 

 実用炉審査部門 

塚部安全規制調整官、雨夜上席安全審査官、日髙安全審査専門職、藤川安全審査官 

鈴木技術参与 

 長官官房技術基盤グループ 

    システム安全研究部門 

小嶋統括技術研究調査官、田口主任技術研究調査官、皆川主任技術研究調査官 

渡辺技術研究調査官、水田技術研究調査官、河野技術参与 

 

九州電力株式会社  

原子力発電本部 原子力建設部 部長 他 計２１名※ 

    

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

    発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

 提出資料 

・資料１ 川内原子力発電所１，２号炉 運転期間延長認可申請に係るヒアリング コメント反映整

理表＜耐震安全性評価＞ 

・資料２ 川内原子力発電所１，２号炉 運転期間延長認可申請（審査会合における指摘事項の回

答） 

・資料３ 川内原子力発電所１，２号炉 運転期間延長認可申請に係るヒアリング コメント反映整

理表＜共通事項＞ 

・資料４ 川内原子力発電所１，２号炉 運転期間延長認可申請に係るヒアリング コメント反映整

理表＜その他＞ 

・資料５ 川内原子力発電所１，２号炉 運転期間延長認可申請に係るヒアリング コメント反映整

理表＜コンクリート構造物＞ 

・資料５－１ 川内原子力発電所１号炉 特別点検補足説明資料 （コンクリート構造物） 

・資料５－２ 川内原子力発電所１号炉 劣化状況評価 （コンクリート構造物及び鉄骨構造物）１ 

・資料５－２ 川内原子力発電所１号炉 劣化状況評価 （コンクリート構造物及び鉄骨構造物）２ 

・資料５－２ 川内原子力発電所１号炉 劣化状況評価 （コンクリート構造物及び鉄骨構造物）３ 

・資料５－３ 川内原子力発電所２号炉 特別点検補足説明資料 （コンクリート構造物） 

・資料５－４ 川内原子力発電所２号炉 劣化状況評価 （コンクリート構造物及び鉄骨構造物）１ 

・資料５－４ 川内原子力発電所２号炉 劣化状況評価 （コンクリート構造物及び鉄骨構造物）２ 



・資料５－４ 川内原子力発電所２号炉 劣化状況評価 （コンクリート構造物及び鉄骨構造物）３ 
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別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 原子力規制庁のフジカワですそれでは川内原子力発電所 12 号炉運転

期間延長認可申請に関するヒアリングを開始します。 

0:00:08 九州電力の方から資料に基づいて説明をお願いします。 

0:00:15 九州電力新井でございます。 

0:00:19 耐震のコメント回答。 

0:00:20 を、説明させていただきますとまずコメントを。 

0:00:25 反映整理表の№49 から説明させていただきます。 

0:00:29 №49 ですが、 

0:00:32 30 年目と 40 年目の評価の違いについて評価条件や内容がわかるよ

う、具体的な数字を、 

0:00:39 記載した形で、補足説明資料に追加するこ弟の絵とコメントを、 

0:00:45 いただいておりまして、1 号炉は補足説明資料の別紙 21、2 号炉は補

足説明資料の別紙 22 に、 

0:00:55 通知を、 

0:00:56 記載し、追記しております。またちょっと順番前後して恐縮なんですけ

ど、コメント№52 につきましても同じ。 

0:01:04 補足説明資料についてをしておりますのであわせてご説明させていた

だいてもよろしいでしょうか。 

0:01:11 はい、結構でございます。 

0:01:14 ありがとうございます。 

0:01:16 コメント№52 なんですが、主給水系統配管のＦＡイシイに対する応力評

価結果について最大箇所を図で示すことと、コメントいただいておりま

す。 

0:01:26 これにつきましては、つきましてはＰＭ30、 

0:01:32 泉に追記して、補足説明資料の別紙の 11、添付 2 という形でさせてい

ただいております。 

0:01:40 別紙 2 本、ご説明させていただきます。 

0:01:45 規制庁日高です。 

0:01:48 すいません。 

0:01:49 衛藤。 

0:01:50 はい。今説明していただいている資料を共有していただけますでしょう

か。 

0:01:56 はい、承知しました首相お待ちください。 

0:02:26 九州電力アライ率、共有の資料、見えてございますでしょうか。 

0:02:32 はい。確認できております。 

0:02:35 ありがとうございます。説明を続けさせていただきます。まず補足説明

資料の別紙 21 なんですけど、これまでにご説明した黒字箇所、 



0:02:45 次のページをお願いします。 

0:02:52 失礼しました。 

0:02:53 まず、別紙 21 なんですが、これまでにご説明した黒字箇所では、定性

的にＰＬＭ30 と 40 の比較の差異理由をご説明させていただいておりま

した。 

0:03:04 今回赤字にて具体的な評価結果数値を追記してございます。 

0:03:09 ＰＬＭ。 

0:03:11 30 の評価結果につきましては、Ｓｓ－1 とＳｓ－2、両方の評価を実施し

たものにつきましては、大きい方の値を記載してございます。 

0:03:21 数値それぞれの説明は、 

0:03:25 割愛させていただこうと思ってるんですが、評価結果としては、記載の

通りとなっております。 

0:03:32 で、数値を記載するにあたって、差異の理由に補足した方がいいかなと

考えまして補足した点ございますのでそちらをご説明させていただきま

す。 

0:03:44 21－3 ページを、 

0:03:47 ご覧ください。 

0:03:50 こちら 21－3 ページが配管のＦＳＣ主給水系統配管に、追記させていた

だいて、 

0:03:56 表ですが、 

0:03:58 2 点追記しておりまして、ＰＬＭ30 においては、一部の評価結果におい

て、43 年後の推定板厚による評価を実施していたが、ＰＡＭ40 におい

ては工事完了しまして、必要最小板厚による評価を実施しているため、 

0:04:13 数値が変わっているためこちら、理由を追記させていただいておりま

す。 

0:04:18 またこちら、2 点目が、コメントのＮｏ52 なんですが、主給水系統配管に

おけるＰＡＭ30 及び 40 の応力評価最大点を、添付の 2 という形で、泉

図で示しております。 

0:04:32 こちら後程ご説明させていただきます。 

0:04:35 続きまして、補助蒸気系と下の補助蒸気系統配管なんですが、こちらも

上記同様、推定板厚から必要最小板厚に評価を変更しておりますの

で、追記させていただいております。 

0:04:49 続きまして、下の二次系ドレン系統配管なんですが、こちらＰＡＭ30 に

おいては、評価手法によらず最終的な応力比が大きいラインを代表とし

て記載しておりましたが、 

0:05:02 ＰＬＭ40 においては、評価の精緻化として、ＦＥＭモデルを用いた評価を

実施した評価点のうち、応力比が大きいラインを記載したことにより、代

表配管が変更となっております。 

0:05:20 その他、記載の適正化を行っている箇所に、 



0:05:25 なりますので割愛させていただきます。 

0:05:29 続きまして、先ほどのコメント回答資料のナンバー52 の添付 2 なんです

が 21－7 ページをご覧ください。 

0:05:42 はい。 

0:05:44 こちらが主給水系と配管のＦＳＣに対する応力評価結果をアイソメ図で、 

0:05:52 最大点を、 

0:05:53 示した図になります。 

0:05:59 こちら、1 枚目がＳｓ地震。 

0:06:03 に対しての評価結果を示したものでございまして、2 枚目の 21－8 ペー

ジが、ＳＤ地震の評価結果を記載した図にございます。 

0:06:12 ちょっと補足させて、不足というか修正なんですが、図の上側のエルボ

2、青塗りで、工事範囲を示しておりますが、 

0:06:22 こちらもＪ5 金庫に取り返してる法事範囲と、範囲となっておりますので、

あと赤塗りの減肉範囲と重なってしまっておりますので、工事範囲の方

を少し短く修正させていただきます。 

0:06:36 はい。 

0:06:38 別紙 21 の説明については以上になります。別紙 22 につきましては 1

号と同様の記載をさせておりますが、木曽記載を、 

0:06:50 しておりますので、説明を割愛させていただきます。 

0:06:57 コメント№の 49 と 52 の説明は以上となりますが、続いて 50 のフルタＮ

ｏ50 の説明も続けさせていただいてもよろしいでしょうか。 

0:07:14 少々お待ちくださいところコメントありますので、 

0:07:20 規制庁、吉井です。説明ありがとうございます。 

0:07:24 ちょっとこの件については以前よりちょっとこうふうになってたところがあ

ります。 

0:07:29 今回の追加コメントで回答をいただいたわけなんですが、今まさにご説

明のあった、例えば 21 の 7 ページですね。 

0:07:40 画面に出ますかね 21－7 ページ、はい。 

0:07:44 そこでですね。 

0:07:45 ＰＭ30 とＰＭ40 どちらも、 

0:07:49 評価点は、Ｎｏ。 

0:07:51 これとおんなじウェブ接点番号だと、いうことになってるわけでして、 

0:07:56 それで同じなんだけれども、 

0:07:59 いろいろ設計数が約三分もかなり落ちてると。 

0:08:04 それは、低合金高にしたことによると、 

0:08:08 すなわちそこがもう減肉評価対象範囲でなくなったと。 

0:08:12 いうこと、という大筋は理解したんですが、今最後にちょっとおっしゃった

その元に空港量販イトウ工事範囲がかぶってるんで、 



0:08:21 少し見せ方を変えるとおっしゃったんだけど、その意味がわからないと

いうことに関連して、 

0:08:27 再確認しますが、 

0:08:30 この管台のところからエルボーであるところまでは低合金こうで、それ以

外が炭素このままに残ってるっていうなのか。 

0:08:38 簡単なところも一部は酸素が残ってて、エルボー部だけが低合金こうな

のか、その辺のことをちょっと教えてください。 

0:09:01 イシイ電力アライです。 

0:09:05 ご説明ちょっとさせていただきますと、エルボ部を 

0:09:12 エルボ部の青い箇所を低合金高に変更しておりまして、他の部分は、

炭素高になっておりますので、減肉が想定されるされる箇所、 

0:09:22 となっております。こちらの、 

0:09:27 接点なんですけど、一次応力二次応力の最大点の接点なんですが、こ

ちらがエルボ部等、その炭素コウノちょっと溶接部の取り合いになって

おります。 

0:09:40 回答としては以上でよろしかったでしょうか。 

0:09:43 規制庁のスズキその今おっしゃった取り合いの分っていうのが、拡大図

もないので、 

0:09:48 いや、 

0:09:49 そことて郷銀行が、 

0:09:51 繋がってるところ、神田井川。 

0:09:54 炭素このままなんですか。 

0:10:01 少々お待ちください。 

0:11:22 お待たせしました九州電力新居ですと、 

0:11:28 青色の部分が計 5 金庫に取りかえておりまして、そちらが手ご希望にな

っている範囲でして、その黒い部分がもともとの観測孔のままでして、 

0:11:40 とりあえず、溶接部分が、取り合い部分が、 

0:11:45 応力点としては最大箇所となっております。 

0:11:53 以上です。 

0:11:55 規制庁鈴木ですが、ちょっとその辺ここにさらに拡大の、 

0:12:00 そうですね。 

0:12:02 追加していただいて、かつ今、 

0:12:05 炭素高度抵抗金庫側のどっちの材料特性を使ってこの 

0:12:10 ＵＦ物とかを計算したのかっていうのわかるように、 

0:12:13 していただけませんか。 

0:12:21 九州電力荒井です。承知いたしましたとわかるように追記して、お出しし

たいと思います。以上です。 

0:12:28 規制庁都築です。よろしくお願いします。 



0:12:33 規制庁日高です。 

0:12:38 そうですね。裾野。 

0:12:40 拡大のところろう、多分、工事課長だと思うんですけども、 

0:12:47 これって、コメントの 13 番 14 番に関わるところだと理解してるんですけ

どもよろしいでしょうか。 

0:12:57 その認識でよろしいでしょうか。 

0:13:03 この認識で、 

0:13:06 問題ございます。ございません。 

0:13:09 以上です。 

0:13:10 うん。わかりました。ちょっと今このコメン等対応のところでこのコメント

一覧、反映整理表にしか、 

0:13:20 記載されていない状況なのでこれも一緒に、 

0:13:24 と記載していただくことって可能でしょうか。 

0:14:01 九州電力荒井です。衛藤。 

0:14:06 内容規定はコメント№の 49 人。コメント№13 と 14。 

0:14:12 と紐づいてるっていう記載を追記したらよろしかったでしょうか。 

0:14:17 家々コメン等ナンバーの 14 の話のコメントをそのまま補足、 

0:14:24 補足説明資料の中に、今のお話と一緒に追記していただければ良いと

考えてるんですけども。 

0:14:37 イシイ電力アライです。承知しました。 

0:14:42 はい。よろしくお願いします。 

0:14:44 それで 

0:14:48 コメント№の 49 については、コメントございません。 

0:15:02 九州電力荒井ですありがとうございます。続きましてコメント、ナンバー

50 からご説明さしていただきます。 

0:15:16 コメント№50 ですが、途端そこ。 

0:15:19 少々お待ちください。 

0:15:58 九州電力新井です。お待たせしました等、コメントナンバー50 について

説明させていただきます。コメントＮｏ．50 なんですが、あそこ配管のＭａ

ｃに関する設備対策の優先度の設定の考え方について、補足説明資料

に追記することとの、 

0:16:14 コメントをいただいております。コメント、追記箇所は、補足説明資料の

別紙 1 の運転開始後 30 年以降の耐震補強工、 

0:16:24 補強の実績について、別紙 1 に設置させていただいております。次箇

所こちらの赤字箇所になります。 

0:16:33 やっぱり箇所のご説明なんですけど、ちょっと、 

0:16:36 前後しますか表確認。 

0:16:38 いただいてよろしいですか。 



0:16:41 こちらの、 

0:16:42 表なんですが、30 年目の長期保守管理方針から、衛藤記載してござい

ます。保守管理の項目として、肉厚計測による実測データに基づき、耐

震安全性評価を実施した炭素配管の腐食、Ｆイシイについては、 

0:16:58 今後の実測データを反映した耐震安全性評価を実施するとあります。な

お設備対策を行った場合は、その内容も反映した耐震安全性評価を実

施すると記載しております。 

0:17:10 この対象とするのは 1 号では、主給水系と配管と補助蒸気系統配管と

なっておりました。で、追記文書に戻っていただいて追記させていただ

いているのがなお書き以降なんですが、なお 30 年目の長期保守管理

方針にて策定した以下の項目、先ほどご説明した表の項目ですね。 

0:17:28 こちらの箇所についてはいずれの箇所についても、40 年目までの期間

に耐震補強工事を実施し、必要最小に肉厚を適用した耐震安全性評価

を満足するよう対策を完了しております。 

0:17:42 こちらに記載させていただいております。耐震補強工事の時期や優先

度についてなんですが、こちらは、可能な限り早期の定期検査に合わ

せて実施することを基本としていますが、 

0:17:55 現場確認や推定よ事業の状況、許認可手続きの要否等を総合的に踏

まえた上で、実施時期を決定したと追記いたしました。 

0:18:08 1 号の説明は以上になりまして、2 号についても同様に、別紙 1 のほう

に追記してございます。 

0:18:16 コメントＮｏ．50 についての説明は以上となります。 

0:18:26 規制庁ヒダカです。コメント等ございません。次に進んでください。 

0:18:33 はい、平井です。ありがとうございます。続きまして、コメントＮｏ．51 に

ついてご説明させていただきます。 

0:18:44 コメント№衛藤 51 万なんですが、主給水系統配管の貫通部の疲労評

価結果について、ＡＢＣ系とそれぞれの評価経過を示すこととコメントい

ただいております。 

0:18:56 こちらコメント回答資料の 51 番を、 

0:19:03 ご確認ください。 

0:19:05 はい。 

0:19:08 はい。こちらでご説明させていただきます。主給水系統の配管貫通部な

んですが、Ｐ0（1）でＰＭ30 とＰＭ40 の評価結果の比較について、表 1

と表 2 にそれぞれ仙台 12 号炉の 

0:19:23 評価結果比較を記載してございます。（21）とその要因についてご説明

させていただいてるんですが評価結果の相違箇所及び要因についてと

いうことで、 

0:19:33 評価結果の相違については、ＰＬＭ40 の評価にあたり運転実績から算

出する角回数を見直したことで、評価に用いる運転開始後 60 年時点で

の推定過渡回数が変更になったことに、 



0:19:49 ということでございます。具体的には、評価用過渡回数のうち、将来の

推定過渡回数の算出に用いる誘導をＰＡＭ30 年次の 1.0 倍からＰＡＭ

40 年次の 1.5 倍と変更したことになります。 

0:20:05 次のページで、 

0:20:07 今日ご覧ください。川内 1 号炉の 30 年度 40 年の評価結果の比較にな

っております。こちら黄色では、色塗りして、 

0:20:17 おりますＢ－Ｂ系統が評価書記載値となっております。後程の介護コメ

ントの回答でもご説明させていただくんですが、衛藤通常時の輸液最大

箇所を、 

0:20:31 代表として評価書に記載しておりますので、地震時等の合計が、Ａ系の

が大きい結果となってございます。 

0:20:40 はい。 

0:20:42 鳥居委員。 

0:20:45 表 1 としては説明は以上になりますように、 

0:20:49 ご懸念いただきますと、川内 2 号炉の結果を示してございます。こちら

も同じく代表はＢ系統になっておりますが、衛藤ＳＳの、 

0:21:00 合計のみ、Ｃ系統の方が大きくなっております。 

0:21:05 コメントＮｏ．51。 

0:21:08 耐震のコメント回答としては以上になります。 

0:21:15 規制庁日高です。これも特にコメントございません。 

0:21:26 続きまして九州電力の福山です。そうしましたら、先ほど 

0:21:31 ご説明というか、ちょっと順番の話をさせていただきましたが、補審査会

合における指摘事項の回答のパワーポイントの資料のうち、耐震安全

性評価に関わる部分についてのご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

0:21:46 画面を準備いたしますので少々お待ちください。 

0:21:53 コメントの番号としては 21 番と 22 番、最後の二つになってございます。 

0:22:58 規制庁日高です。すいません、ちょっと確認させてください。 

0:23:04 コメント№の 39 番 42 番 43 番 44 番ですか。 

0:23:11 あと、45 番 46 番。 

0:23:17 については、これは、すみません、位置付けとしてどういう位置付けな

のかっていうところはちょっと、 

0:23:25 もう一度、 

0:23:26 ご説明いただけますか。 

0:23:32 九州電力の福山でございます。こちらについては、審査会合の前のヒア

リングでいただいておりましたコメントで、 

0:23:42 一応その回答の内容については 

0:23:47 ご説明をさせて総合させてまずいただいているというのと、それで 



0:23:52 説明としても完了していると、いうふうな認識で、こちらとしております。 

0:24:00 以上です。 

0:24:26 これについては、後程、 

0:24:30 パワーポイントの説明が終わってから 

0:24:33 こちらからコメント出してもよろしいでしょうか。 

0:24:38 九州電力の福山でございます。はい、当然構いません。この点について

も、ご質問ございましたら、本日ご回答させていただきたいと思います。 

0:24:50 はい、了解しました。 

0:25:02 九州電力の福山でございます。準備手間取りまして申し訳ありません。

まず、耐震安全性評価に関わるコメントということで、あと 7 月 18 日の

審査会合でいただいておりましたコメントとなります。21 番がまずし、主

要系統配管の伸縮継ぎ手の疲労評価について、 

0:25:20 今、評価書の方に累計の値のみを記載しておりますので、これＡ系の値

を併記することといったコメントです。 

0:25:27 もう 1 個 22 番が、評価書に記載していない代表以外の評価結果につ

いて、より厳しいアベがないかを確認し説明することといった求めていた

だいておりました。 

0:25:38 22 ページ目をお願いいたします。 

0:25:42 こちらの説明ですがまず経緯背景ですが、耐震安全性評価におきまし

ては、その系統が複数ある場合については、技術評価における結果が

厳しい系統の値を代表して記載しております。 

0:25:55 一方で 7 月 18 日の審査会合におきまして、伸縮継ぎ手の伸縮式貫通

部中継と配管の費用についての評価については、 

0:26:06 技術評価等耐震安全性評価の結果を合計すると、結果として、評価書

に記載している系統の値よりも、ヒライ表は系統立てのほうが大きいも

のがあると。 

0:26:17 そういったことをご説明させていただいておりました。これを踏まえて、そ

ういった逆転の現象が起きている箇所がいないか、といったところの検

討するようにといったコメントをいただいていたという経緯がございま

す。 

0:26:29 確認結果ですけども、1 号炉 2 号炉、それぞれ度、病気の観点で確認

をいたしましたが、その結果の下の表に記載している箇所が抽出をされ

ました。 

0:26:41 ただいずれについても許容値を満足しており、問題が、耐震安全性評

価上問題がないことを確認しております。 

0:26:48 対象と確認ができた箇所については、1 号炉棟 2 号それぞれ低サイク

ル疲労の伸縮式配管貫通部でして、 

0:26:58 1 号炉については主蒸気系等々、主給水系統で 2 号炉については、主

給水系統のみがアノちゅ対象となったという確認ができてございます。 

0:27:09 23 ページ目お願いいたします。 



0:27:11 で、こちらがまず 1 号炉の確認結果なんですけども、青色が今評価書

に記載している箇所です。白抜きになっているところが今、まだ記載をし

ていないところ、例えば現状記載をしていないところなんですけれども、 

0:27:26 例えば主蒸気系統でいきますと、Ａ系のＳｓに対する評価、これは審査

会合でご指摘いただいたところなんですが、 

0:27:37 この 965 ということで、規制現状記載してる値より大きくなっているという

ことがもう確認取れました。Ｂ系につき、主、主給水系統につきまして

も、 

0:27:48 青色のところが記載して、今現状記載している値になるんですけども、

こちらについては系統集計、こちら、それぞれが現状、記載して与える

厳しいと。 

0:27:59 いうことになってございます。ともコメントナンバーの 21 番に対する対応

ということで米印の一番に記載しておりますけども、 

0:28:09 主要系統の系統の家評価結果につきましては、評価上融度が非常に

厳しくなっていると、いうことを踏まえまして、系統の値について、 

0:28:21 評価書に設計をしたいというふうに考えてございます。 

0:28:25 24 ページ目をお願いいたします。こちらについても、学校、1 号と同様で

主給水系統配管が逆転が起きているということが確認ができました。 

0:28:36 Ａと記載してるのがＢ系の辺りなんですけども、Ｃ系のＳＳの後、評価結

果を、 

0:28:43 及び、が逆転が起きているということになってございます。 

0:28:49 ただいずれにつきましても、評価上十分裕度がある、あるということで耐

震安全性評価上問題がないということが確認できております。 

0:29:01 説明としては以上となります。 

0:29:06 はい。規制庁平賀です。そうですね。 

0:29:10 今の説明の中で、経緯背景を述べられて確認の結果を 22 ページの中

で述べられたんですけども、 

0:29:20 言葉では述べられてるんですけども、記載がちょっと確認結果の期さに

ついてですね。 

0:29:29 評価結果の逆転が起きている箇所があったのかなかったのかっていう

ところをきちんと明確に、まず確認結果の中で記載していただきたいと、

いうふうに考えております。 

0:29:45 九州電力の福山でございます承知しました。確認した結果、逆転が起き

ていることが、箇所があるということが確認できたという旨をまず冒頭で

記載した上で、 

0:29:58 今記載している内容を書くという流れにしたいと思います。 

0:30:04 はい。よろしくお願いします。 

0:30:12 規制庁の鈴木です。関連して、確認なんですが、今 



0:30:18 逆転結果として逆転が起きてるのが、これこれっていうのが必要なこと

なんですがまず俎上に上げるのは、その可能性のあるやつを、主蒸気

主給水それぞれＡＢＣいうの。 

0:30:30 表を載せた上で、その中で、逆転してるのはここですって言ってもらった

方が、 

0:30:36 今例えば 2 号の方ですと、主給水のことしか基本になってませんが、非

常勤の方は逆転はないなら内々で、根底のデータをですね同じような表

を載せて、 

0:30:49 いろいろかなんかで識別して逆転はしてないっていうふうに説明しいた

だいた方が全体像が理解しやすいと思うんですがいかがでしょうか。 

0:31:04 九州電力の遠藤でございます。続きまして 2 号炉につきましても、主蒸

気系統の結果をお載せしたいと思います。今おっしゃっていただいた通

り、日頃の主蒸気については逆転は起きておりませんので、 

0:31:18 そこを数値表の形でご確認できるような記載ぶりにしたいと思います。

以上です。 

0:31:31 明日。規制庁鈴木です。 

0:31:34 記載の仕方っていうか見せ方なんですが、今のままですと、例えば

2324 で色分けでその今評価書に載ってるのはこれですよと。 

0:31:44 後のその逆転云々は自分でこの数字を見比べて、 

0:31:49 判断してくださいっていうふうな記載になってるんですが、そうじゃなくて

例えばこの、 

0:31:54 どれとどれが逆転かっていうのをですね、 

0:31:58 もっとわかるように、視覚的にわかるような、工夫というのはできないん

でしょうか。 

0:32:07 九州電力の古山でございますご指摘の通りかと思いますので 

0:32:12 逆転している箇所を、ちょっと赤太枠で囲む等をして、視覚的にヒトミで

わかるような形でちょっと表の形を修正いたします。 

0:32:23 以上でスズキです。よろしくお願いします。 

0:32:45 規制庁日高です。その他これについてはコメントございません。 

0:33:12 九州電力の福山でございます。そうしましたら審査会合コメント回答の

パワーポイントについてのご説明以上ということで、先ほどおっしゃられ

たよう、 

0:33:22 言ったコメント整理表の中でのご質問がもしございましたら、今承りたい

と思いますが、いかがでしょうか。はい。規制庁日高です。鳥栖 39 番に

つきまして、 

0:33:36 コメント内容が、既工認とＰＬＭで違う評価手法である理由を説明するこ

とということに対してのコメント対応が、これは、 

0:33:48 衛藤谷上Ｐ腔の評価を用いた評価の説明。 

0:33:54 結局、その違う評価手法を用いたかどうかというところのその理由につ

いての説明になってないように、 



0:34:03 見受けられるんですけどもいかがでしょうか。 

0:34:36 九州電力の福山でございます。39 番のコメントについては、記憶してる

限りですとこのヒアリングの中で、この主給水系統の配管取替工事、 

0:34:49 ＰＬＭの評価の手法が違うよねっていう前提がまずあって、違うんであ

ればその理由を説明することといったコメントをいただいてたんですが、

調べてみると、結果を同じ手法を用いていたということは、後程わかっ 

0:35:04 たので、それぞれのそれぞれのとかその手法についての詳しい説明を

記載させていただいているという形かと思ってます。 

0:35:14 ですので、違う手法は用いていないということをまず書いた上で、その

内容についてはコレコレであるといった形で記載をするした方がいいか

なと思うんですけれども、 

0:35:24 そういった理解でよろしいでしょうか。結構でございます。了解しました。 

0:35:30 承知しましたじゃ、そういった形で修正をいたします。 

0:35:33 規制庁都築ですけれども。 

0:35:35 そもそもこの件は、 

0:35:38 ＰＭ30 と新規制工認のやり方と、取りかえ公認のやり方と、そしてＰＭ

40 のやり方と、 

0:35:47 その四つを見比べたときに、到底の工認というふうに言ってますが、新

規制工認のときと取りかえ工認でも、やり方が変わってるんですよね。 

0:35:57 ＰＬ40 アサノ取りかえ購入には合ってると。 

0:36:00 そういう意味で違いはないとおっしゃってますが、こちらが企業を出した

ときは、新規制工認、 

0:36:07 とは違ってるんだね、取りかえ購入はそそこを変えましたねというような

流れの中でお尋ねしたつもりなんですが、いかがでしょうか。 

0:37:09 九州電力の奥山でございますおっしゃる通りでして 39 番については、

取替工事とＰＬＭの違いを、というコメント立てをさせていただいてまし

た。 

0:37:20 今おっしゃっていただいたその新規性とＰＬＭとするしかもＰＭ30 年度の

比較という観点で、切り口でいくと、 

0:37:31 説明については 

0:37:34 今回、今日ご説明させていただいているその 34 条の比較の中で、整理

をさせていただいていて、その結果としてはＰＭ30 と新規制工認は同様

の手法を用いてました。 

0:37:47 いうことだったので、この 30 年と 40 年の手法の違いを、この表の中で

見ていただければ新規制との違いも見ていただけると。 

0:37:57 いうふうに我々として思っていたんです。思っているんですけども、ちょ

っとそこが見えにくいので、もし必要でしたら今の 

0:38:06 説明、追加の説明を、コメントの反映整理表の中で、 

0:38:12 明確にさしていただくような形で、以下かなと思うんですけれども、それ

でよろしいでしょうか。 



0:38:20 規制庁鈴木です。コメントの回答の中だけではなくて、できればそれを

補足説明の適切な場所に、 

0:38:29 別紙なり或いはその添付なりに、 

0:38:31 記載していただくようにお願いしたいんですがいかがでしょうか。 

0:38:40 九州電力の小山です。そういった観点でいきますと、本日 2 の例えば 1

号機でいきますと、 

0:38:49 21－3 ページ。 

0:38:53 5 分の 2 のところなんですが、 

0:38:56 ここでＰＭ30 とフィルムの手法の比較というのは、 

0:39:02 整理をしております。 

0:39:05 ここで 

0:39:07 今おっしゃっていただいたその新規成功においても同様であるといった

旨を、ちょっと書き足すような形にすればアノを、 

0:39:15 よろしいでしょうか。 

0:39:19 すいませんもう一度ページをおっしゃってください。 

0:39:22 消しましたミズタ。 

0:39:24 共有してるページなんですけども別紙の 21 の 21－3 ページ。 

0:39:33 一番上のところに主給水系と配管。 

0:39:36 の、 

0:39:39 説明を記載しております。 

0:40:04 九州電力の福山でございます。 

0:40:07 当該箇所こちらになりますので、ここの中に、新規制基準における、新

規制基準の方における小学校で 30 における小学校で 48 校です。 

0:40:18 といったことを明確にするような形で記載を、 

0:40:21 すればよろしいかと、考えてるんですけども、それでよろしいでしょうか。 

0:40:27 規制庁都築です。もし間、 

0:40:31 できればですね、文章でザーッと箇条書きでっていうのを一つの 

0:40:36 表記の仕方なんですが、 

0:40:37 私の経験で既往能やっぱ同様なこの比較をするとですね。 

0:40:43 表のようなものでですね、 

0:40:46 Ｈパッと見に行こう、視覚的にわかりやすいってのが本当一番望ましい

と思うんですが、そういう記載はできないでしょうか。 

0:41:09 少々お待ちください。 

0:42:21 九州電力の福山でございます。資料は補足説明資料に提供させていた

だくと考えてまして、 

0:42:32 資料全体の構成というか、その全体の整理の仕方、 

0:42:37 もう影響してくるところになるので、この中で、 



0:42:43 30 日と申請公認を 

0:42:47 まで説明する。 

0:42:48 いうのが、基本的には望ましいかなと我々としては考えてるんですけど

も。 

0:42:53 ここだけん特別にっていう、 

0:42:56 形で、添付で承認を、添付という形で追及する。 

0:43:01 金額の方がよろしいのかそれともこちらの提案としてはこの文章で整理

するというところにとどめる方がよろしいのか、ちょっとご意見をいただ

けないでしょうか。 

0:43:14 はい。 

0:43:16 規制庁鈴木です全般に波及するから、あまりこう複雑にしたくないって

いうことをおっしゃってるのかもしれませんが、 

0:43:25 我々から見るとここのところが取りかえ工事も絡んでるし、 

0:43:29 配管の 

0:43:31 減肉の評価だとか、 

0:43:33 評価手法の違いだとかいろいろ絡みがあるんですね要因が結構数多あ

るんで、それを文章で、 

0:43:42 ハートマーク。 

0:43:43 書けば、一応書いてあるんでしょうけども、やっぱり視覚的にわかりや

すい方が、ここはやっぱりそこを丁寧に説明していただいた方が、後の

不思議と思うんですね。ですから、 

0:43:54 このすし狭いスペースの中に 2×2 の表を作るっていうようなこととは限

らず、何か今ちょっとおっしゃったように、店舗の店舗になるのかわかり

ませんが、 

0:44:06 やっぱりここは徳田市でですね。 

0:44:09 関係してる要因が 34 中で且つ、新規制工認、取りかえ工認、どういうふ

うに、 

0:44:16 違いがあったのかと、今ここに立ち入りですよっていうのが、 

0:44:20 わかるように視覚的にこう工夫していただきたいなと思う次第なんです

が、 

0:44:33 九州電力の福山でございます。承知いたしました漏えい箇所おっしゃっ

ていただいた通り 30 の状況主幹良心基づいて、対策工事も実施してい

る。 

0:44:43 いうことと手法としても様々な二つなってるところございますので、ちょっ

と添付を追加させていただいて、そこでちょっともう少しわかりやすい形

で整理を、ここについてお話で、 

0:44:55 整理をさしていただくというふうにいたします。以上です。 

0:45:00 規制庁鈴木です。よろしくお願いします。 

0:45:12 規制庁平賀です。江藤 45 番ですね。 



0:45:17 45 番の市場系統配管について、評価用地震変位量は 2 方向を考慮し

ているのか。 

0:45:27 新規制工認も含めて確認することということで、 

0:45:31 このコメント対応、 

0:45:34 もう期さなんですけども、 

0:45:38 これ 

0:45:40 補足説明資料のなかーにどこか添付で入れてもらうことって可能でしょ

うか。 

0:45:55 少々お待ちください。 

0:46:59 九州電力の福山でございますそうしました別紙の 4 でペネの評価経路

に対する評価を記載させていただいておりますので、 

0:47:09 あの後、説明資料の別紙の 4 に記載しておりますので、ここの中でちょ

っと追記する適切な場所を考えて、検討させていただいて、 

0:47:19 ナンバー45 番の内容を追記いたします。 

0:47:23 以上です。 

0:47:25 規制庁日高ですよろしくお願いします。 

0:47:28 コメントとしては以上です。 

0:47:42 九州電力の小山です。説明者変わりますので、少々お待ちいただけま

すでしょうか。 

0:47:50 はい、承知しました。 

0:49:00 九州電力の西田です。では引き続き審査会合における指摘事項の回

答ということで、パーフォ大野資料を用いて回答の方を説明させていた

だければと思います。 

0:49:12 まず 2 ページをお願いします。 

0:49:17 こちらの先ほど耐震の説明ございましたが、それ以外のもの 11 番から

20 番までの回答を今から実施させていただきます。まず順番に沿って

回答させていただきます。 

0:49:30 まずはナンバー11 先日の審査会合で、低サイクル疲労の評価につきま

して、原子炉容器内面のクラッドに対する目視確認について確認内容を

説明することといただいておりました。 

0:49:45 こちらの回答を内容につきましては、4 ページと 5 ページにまとめてござ

います。4 ページの方をお願いします。 

0:49:54 こちらコメント№11、先ほどの大関事項に対しまして改善の回答資料と

なってございます。 

0:50:00 まず 4 ページに目視確認の方法を記載してございます。 

0:50:05 原子炉容器の開放点検、下部炉心支持構造物吊り上げた状態で、原

子炉容器内に水中カメラを設置しまして、内面クラッドに対して目視主

確認、 



0:50:18 これ、維持規格に基づかない自主的な確認を実施してございます。水

中カメラにつきましては維持規格に基づく、供用期間中検査の目視試

験検査、 

0:50:29 ＶＴスリーと同様のカメラを使用してございます。 

0:50:33 香港カメラで目視確認できる範囲で、クラッドに損傷がないかなど、異常

がないことを確認してございます。 

0:50:42 一応下の方にですね、表で目視確認についてということで 1 号と 2 号炉

をそれぞれ記載してございまして、確認方法としましては、 

0:50:52 先ほど申しましたが吊り上げた状態でカメラを上下に移動させまして、

遠隔による目視確認を実施してございます。 

0:51:02 頻度としましては供用期間中の検査、ＲＶのＩＳＩと合わせて実施しており

まして、7 年に 1 回実施してございます。確認結果としまして至近の定

検の回数を 1 号 25 回、2 号炉 20、25 回と。 

0:51:19 なってございます。右っかわに目視確認のイメージということで、 

0:51:24 図を記載してございます。 

0:51:26 とりあえず、燃料取扱クレーンから水中カメラを第原子炉容器内に上下

させておりますし、これで目視確認を行ってございます。 

0:51:37 5 ページお願いします。 

0:51:39 5 ページなんですけれどもこちら参考としまして原子炉容器内面に係る

検査等ということで、特別点検供用期間中検査等からクラッドを含む健

全性を確認している箇所についてということで、 

0:51:53 ちょっと図示した形でお見せしてございます。赤色が特別点検、炉心領

域溶融時実施でございます。 

0:52:03 オレンジがちょっとわかりづらいんですけれども上のノズルコーナー部Ｅ

ＣＴ実施していると。 

0:52:09 いうことを青色が自主点検、 

0:52:12 ＵＴを実施した範囲、緑がＩＳＩでＵＴを実施した範囲で黄色が供用期間中

検査、ＶＰⅢを実施している範囲、 

0:52:26 ちょっとわかりづらいんですけれども、点々で囲んでおります愛が目視

確認のみにて確認できている範囲となってございます。コメント№11 に

対する回答としては以上になります。 

0:52:52 規制庁藤川です。 

0:52:54 №11 に関してなんですけど、 

0:52:57 ここ、やられてるＶＴスリーの目視検査っていうのは、 

0:53:03 あれですかね、10、13 ページに、 

0:53:10 グレーカードの話とかあって要はこれと同じってことなんですか、試験方

法とか、 

0:53:18 項目と判定基準とかっていうのは、 



0:53:40 九州電力の西田でございます。こちら、李 45 ページの方でお示しして

いるＶＴⅢなんですけれども、先ほど小原さんからもおっしゃっていただ

いた通り、13 ページに示しております内部取付物、 

0:53:56 こちらＶＴⅢで実施してございまして、こちらの検査の応答同様になりま

す。 

0:54:02 以上です。 

0:54:04 はい。 

0:54:06 規制庁藤川です。一応そのクラッドの損傷がないかを確認してるってい

う損傷っていうのは具体的にどのぐらいのサイズの。 

0:54:17 キーというか、 

0:54:18 亀裂、それ、何か、どのサイズまで見れるんですかね、一応グレーカー

ドなんか幅 0.8ｍｍの黒線が識別できることってなってるんですけど、ど

のぐらいの損傷なら検出できるんでしょうか。 

0:54:39 九州電力の西田でございます。ＶＴスリーの木全先ほど藤川さんからも

おっしゃっていただきましたが、グレーカードの方確認しておりますの

で、検出精度としましては、そのグレーカード等を確認する程度と同様ぐ

らいの 

0:54:55 検出精度になるものかと考えてございます。以上です。 

0:55:04 規制庁藤川です。だから 0.8ｍｍとかそのぐらいなら識別可能と、そうい

うことですかね。 

0:55:13 わかりました。私からは以上でそこにここで質問コメントありましたらお

願いします。 

0:55:22 はい、規制庁前です。5 ページのところで、 

0:55:29 そうですね。これ参考とは書いてる菅湖例でちょっと 

0:55:34 実際に、 

0:55:36 目視点検のみで確認してる範囲っていうのを把握しようと思ったんです

が、 

0:55:40 ちょっと右、いろんな情報が入っていて、 

0:55:44 例えば特別点検のＵＴとか特選炉心溶融のＵＴですね。 

0:55:52 これ、 

0:55:53 エッとか供用期間中のＵＤとか、 

0:55:57 そういったものを全部外してその自主点検で目視確認のみでできる範

囲っていうのは、 

0:56:05 どっかなんていうのが質問なんですが、例えばこのそのまんま見るとで

すね、 

0:56:11 一点鎖線のところって、 

0:56:14 炉心領域とかは、 

0:56:17 入っていないように見えるんですが、多分そうじゃない。 

0:56:21 と思うんですが、つまり、 



0:56:25 一点鎖線のところ見た上の方に、 

0:56:28 パッとサトウ下の方にあるで。ピンクとか青とかでも色が塗られてるとこ

ろっていうのは、 

0:56:35 この一点鎖線のその自主点検範囲に入ってるかどうかっていうのがちょ

っとよくわからないんですが、もうちょっとここんところの、 

0:56:44 実施設計範囲つまり、 

0:56:47 維持費、維持規格に基づかない自主的な範囲確認範囲している、確認

してるところっていうのを、この図で、 

0:56:55 ちょっと説明していただけますか。 

0:57:00 経営管理部の植村です。でも見え方はですね少しちょっと色を変えるな

どしてお示ししたいと思っておりますんで、アマヤさんからご指摘があっ

てます。目視点検、目視確認のみにて、 

0:57:12 確認できる範囲ちょっと我々の選択悪くて行って賛成見づらいですが、

基本的には白で、 

0:57:18 白抜きになっているところが目視確認のみで確認できてないということ

で、何らか色がついているところは、ここに載せてます何らかの方法で

クラッドの健全性が確認できていると。 

0:57:31 ということをお示ししたかったということですので、もう少し見え方をです

ね、工夫させていただければと思っております。以上になります。 

0:57:41 規制庁のアマヤつありがとうございます 

0:57:45 質問の出資、質問の方内容が、 

0:57:51 クラウドに対する目視確認について確認内容を説明することという質問

に対して、車回答なので、それでまたちょっと同じような、ちょっと質問に

なるかもしれませんけど、この 

0:58:04 例えばですね。 

0:58:08 特別点検ＵＴって書いてるのはこれＵＴのみ。 

0:58:12 Ａ見ていいですよね。 

0:58:14 それから、 

0:58:15 供用期間中検査ＵＴって書いてあるのはＵＤだけ。 

0:58:19 考えて、この通りに見るとした場合にその目視で確認してるのはどこで

すかっていう。 

0:58:29 目視確認をしているところはどこですか、伸びタカダなくてですねどんな 

0:58:35 一緒に何かの検査をしてても構いませんから、目視確認してるのはどこ

ですかっていう質問に対しては、どのような改定になるでしょうか。 

0:58:44 九州電力、すいませんちょっと質問の意図を取り違えておりました。4 ペ

ージでお示ししてます通り水中カメラをＮＣＩを抜いた状態で、沈めてみ

ますので、 



0:58:55 底部から、5 ページに書いてますフランジ状面ですね、ＲＶのフランジの

ところまで、すべて色がついてるところも含めてですね、アノの範囲で見

ているというのが目視確認になります。 

0:59:09 以上です。 

0:59:12 規制庁の浜谷です。よくわかりましたありがとうございました。 

0:59:26 すいません規制庁青井です。今の話が読み手にわかるような表現で、 

0:59:36 この 5 ページのところに記載していただくと。 

0:59:42 いいかなと思うんですがいかがでしょうか。 

0:59:45 九州電力の西田です。はい。ご指摘ありがとうございます。そのようにち

ょっとこの資料を見直したいと思います。 

0:59:52 以上です。 

0:59:58 はい。11 ほかにコメントありますか。 

1:00:00 大丈夫ですかね。 

1:00:03 はい。では次、12 番の説明をお願いします。 

1:00:09 九州電力の人見です。では脆化の質問、2 件いただきまして目次の 2

ページをお願いします。 

1:00:19 まず 12 番、1 号炉のＰＴＳ評価結果についてＰＭ30 円評価結果と、ＰＭ

40 年評価結果を比較し説明することということで、6 ページをお願いい

たします。 

1:00:33 1 号のＰＴＳ評価におけるＰＭ30 と 40 の比較についてです。 

1:00:38 深さ住民の想定亀裂、用いたＰＴＳ評価のうち、運転開始後 60 年時点

の破壊靭性遷移曲線ＫＡＮＳＩ下限包絡性について、 

1:00:48 ①番、ＰＭ30 評価時点において、尺 4201 の 2010 年追補版にて評価し

た結果、 

1:00:56 ②番で、30 年評価時点において、2013 年追補版にて評価した結果、③

番、40 年評価時点において、2013 ニイツ 5 万円で評価した結果を、8

ページに示しています。 

1:01:10 また、園庭改修 60 年時点のＰＴ評価に用いた、各条件の評価結果を表

に示してございます。 

1:01:19 7 ページをお願いします。 

1:01:24 ＰＭ30 における適用規格の年度版の影響についてです。 

1:01:28 適用規格の年度版におきましては、2010 年生保安 01 と、2013 年追補

の②とでは、試験データの拡充等により、2013 年追補は②の方が、 

1:01:39 関連温度予測値が高くなる傾向があります。そのため、ＰＬの三次評価

では、2013 年追補案、丸における安江予測破壊靱性が低い値となりま

す。 

1:01:52 次にＰＭ30 と 40 における中性子照射量についての比較です。 

1:01:57 ＰＭ30 と、0102 と 40③の評価においては、各評価時期における最新の

監視試験結果及び同率の設定。 



1:02:07 により運転改修 60 年時点修正使用者流速を算出しており、その結果、

ＰＭ3 乗が高い予測値となります。 

1:02:17 次にＰＡＭ30、2010 年追補①とＰＭ40、2013 年追補案③の比較です。 

1:02:25 先ほど説明した 2 件の状況を踏まえますと、ＰＡＭ30①の方が、ＰＭ3Ａ

40③に比べて、運転開始後 60 年時点の中性子照射量予測値が高くな

るものの、 

1:02:39 先述の通り、規格の変遷による、試験データの拡充等の影響により、

2013 年追補版にて評価した、ＰＭ40、 

1:02:47 ③の結果が、 

1:02:50 関連温度予測値が高くなり、予測破壊靭性が低い値となってございま

す。 

1:02:56 つまり照射量の厳しさに対して規格による厳しさ、影響度合いが大きい

という、5 冊になってございます。 

1:03:04 以上を踏まえＡＴＰ値を、予測破壊靱性の曲線に行くか効きますきいて

きますＴＰ値を算出した結果、6 ページと 8 ページの結果の通り、予測破

壊靱性のＡ系安心につきましては、 

1:03:18 ①が一番高く続いて③、その次に②、今示しております。 

1:03:25 示しておりますＰ8 の 8 ページの結果となります。 

1:03:32 コメント№12 番の説明は以上でございます。 

1:03:42 規制庁甘いです。説明ありがとうございました。 

1:03:50 この 

1:03:53 まず、8 ページなんですけども、 

1:03:57 これ 

1:03:59 1 号について記載されておりますが、 

1:04:02 2 号についても、 

1:04:05 この比較したものが、オカ 1 ていただきたいと思うんですがそれは 1 可

能でしょうか。 

1:04:13 九州円力のヒトミです。はい。2 号についても同様の条件を示した上で

評価を、また別途ご提示したいと思います。 

1:04:23 以上でございます。 

1:04:25 はい規制庁、アマヤです。それから、この 8585 じゃない、8 ページが示

してる図の、今お話にあったんなられたような、 

1:04:36 説明を、つまりこのグラフの読み方みたいな、こっから見えるようなこと

っていうのは、例えば、 

1:04:46 左上あたりの空白のところに記載することっていうのはできるでしょう

か。 

1:04:59 はい。九州電力の人見です。コメントありがとうございます。それでは 7

ページ。 

1:05:06 お示しした内容と同様の内容ですねと 8 ページの空白の欄、 



1:05:13 最初に記載をしたいと思います。 

1:05:16 以上でございます。 

1:05:20 規制庁前です。ちょっと 7 ページの話は、次の、 

1:05:23 パワポの 9 ページと一緒にちょっと一緒にお話しさせていただきたいと

思います。8 ページの方は、例えば①と②は、 

1:05:34 追補版はＰＭ30、 

1:05:39 というところで合わせて、つい不安が違うからこん時は、 

1:05:43 こうだよと、それから、 

1:05:45 ②と③は 

1:05:48 追補版は同じで、 

1:05:53 30 と 40 の違いというと、そのくらいの説明でいいんですけれども、私が

その左上の空白部分に書いて、 

1:06:02 いただければと思ったのはそのレベルの話で結構です。 

1:06:08 7 ページにつきましては、 

1:06:10 この 9 ページの説明をいただいた後でまた一緒に質問をしたいと思い

ます。 

1:06:21 とりあえず私からは、9 ページいただいてから、 

1:06:26 質問したいという 

1:06:27 以上です。 

1:06:29 フィールディングます承知いたしました。8 ページはそのような形で追求

したいと思います。先ほどいただきましたアノ 2 号機につきましては、Ｐ

ＬＭ30 及び 40 の評価をしているのがもう 2013 年の追補版のみですの

で、 

1:06:46 以後気を追記させていただくにあたってはですね、2 番と 3 番の関係。 

1:06:50 が、 

1:06:51 出てくるような形でお示しをしようというふうに考えております 2 号機に

つきましては 2010 年までの結果がない状態でのお示しになろうかと思

いますがそれでよろしいでしょうか。 

1:07:03 はい。規制庁伊勢層で結構です。 

1:07:08 承知いたしました。 

1:07:17 九州電力ヒトミですそれでは衛藤コメントナンバー13 番の説明、よろし

いでしょうか。 

1:07:25 規制庁フジカワですはいお願いします。 

1:07:29 はい、九州電力ヒトミですそれでは目次 2 ページをお願いいたします。 

1:07:35 コメントナンバー13 番、60 年時点の関連温度の予測値について、ＰＭ

30 での予測値とＰＬＭ40 年の予測値を同じ条件で比較し説明すること。 

1:07:45 その際中性子照射量の差異も含めて説明することということで、スライド

9 ページをお願いいたします。 



1:07:56 関連温度におけるＰＡＭ30 と 40 の比較について説明いたします。ＰＬＭ

30 と 42 運転開始後 60 年時点の中性子照射量予測値と、重役 42①

2010 年追補版及び、 

1:08:10 2013 年追補版のそれぞれの国内脆化予測法で算出した関連温度予測

値を整理した結果、つまりはＡｐｐＭ30 度 40 の結果を以下の表に示し

てございます。 

1:08:22 関連温度予測値は、ΔＲＴＮＤＴ系、計算値、こちらは中性子照射量、ど

うやニッケル含有量等により算出するものでして、その値や、監視試験

の実測値で補正する場合に用いるマージン 

1:08:37 ＭＣ等を基に算出します。 

1:08:40 これらのうちＭＣについてはＰＬの 30 度 40 では大きな差はありません

でした。一方で、中性子照射量予測値につきまして、 

1:08:50 ＰＭ30 と 40 の評価においては、各評価時期における最新の監視試験

結果及び稼働率の設定により、運転開始後 60 年時点の中性子照射量

予測値を算出しておりまして、 

1:09:02 結果ＰＡＭ30 の方が、高い予測値となってございます。 

1:09:07 そのため関連温度予測値はＰＭ30 の方が 40 よりも大きい結果となっ

なりまして、運転開始後 60 年時点での中性子照射量予測値の差が 

1:09:18 主に関連温度予測値の差として表れていると考えてございます。 

1:09:23 コメント№13 番の説明は以上でございます。 

1:09:31 はい、規制庁甘利です。汗説明どうもありがとうございました。この 9 ペ

ージはとても見やすくていいなあと思ってるんですが、おそらくこの 9 ペ

ージに書かれていた、読み取れるものと、7 ページに比較。 

1:09:46 書かれているものがかなり重複してるから、上手くまとめられるのかなと

いうふうに思っております。 

1:09:54 で、その上で 9 ページに関する 

1:09:58 花井の質問ですけれども、まずマージンＭシートを基に算出するという

ところですけども、ＭＲというのもあると思うんですがそれを少し、 

1:10:10 値も変わっているというふうに思っているんですが、その点はいかがで

しょうか。 

1:10:21 九州電力の人見です。はい。 

1:10:24 ご認識の通りＭＲにつきましては企画の編成によりまして 10．18 で変

わってございます。以上でございます。 

1:10:32 ここでＭＲルー 

1:10:38 ふうについての記載がないんですけども、これは 

1:10:43 どう、何か書かない。 

1:10:46 理由とかっていうのがあるんですか。 

1:10:50 九州電力の人見です。はい。コメントありがとうございます。ＭＲにつき

ましては 



1:10:56 2010 年と 2013 年版とで変わるものでございまして、今回のトピックスは

2013 年という同じ条件下で比較しているものですので、 

1:11:07 ＭＲは同じ 18 度になっていますそういった、 

1:11:12 ことがありましたので今回はちょっと記載をしてございませんでした。 

1:11:17 以上でございます。 

1:11:22 はい規制庁甘いですこれ。 

1:11:25 そういった、 

1:11:28 2013 年で比較している、 

1:11:34 この表、 

1:11:37 を用いて、 

1:11:39 7 ページに関するものを説明すると、皆さん大変よくわかりやすいんじゃ

ないかな。 

1:11:45 と思います。その時に、このＭＲイワタニの違いを書くと、皆さんが非常

によくもっとよくわかるかなというふうに思います。で、 

1:11:55 ちょっと質問の 

1:11:58 順番が 

1:12:02 №12 それから№13 というふうな、こういった人の順番に沿って、このパ

ワポを作っていらっしゃるので、 

1:12:12 このような何て言うのか、 

1:12:17 説明になるのかもしれませんけれども、趣旨は、よくＰＬＭ34 条をよく比

較してくださいとか、それから 1 号 2 号を比較してくださいとか、 

1:12:27 いうものですので、ＭＲのことも記載して、この表をベースに、 

1:12:33 この差というのを、分析というのをしていただくと。 

1:12:39 非常によくわかりやすい。 

1:12:41 思い、 

1:12:42 思います例えば、今のこの図で左側の追補版これ参考って書いてます

けども、むしろ参考は、これから 2010 年前にした方が参考かなと思うん

ですが、 

1:12:54 後、隠してしまうと、二、三十、2013 年末まで全部合わせたものになって

しまうので、 

1:13:02 その上で例えばその中性子照射量、 

1:13:05 の対象もよく明確にわかっているし、そして、例えばＰＬＭ30 で、1 号の

ＰＭ30 で、 

1:13:13 見た場合には 2010 度 2013 の違いというのが、このように出ていてそ

れがさっきの話を入れると、説明が非常にしやすいし、見やすい 

1:13:24 いうふうに思いますんで、そういった形で、ちょっと説明を工夫したらい

いんじゃないかなと思うんですけども。 

1:13:31 それはいかがでしょうか。 



1:13:40 水沼ですご指摘ありがとうございます。 

1:13:44 今いただきました 9 ページのですね表を使ってというお話いただきまし

たので、もし可能でしたら、12 と 13 のコメントですね中性子照射脆化と

してのコメントとして、まとめさせていただくもしくは 13 を先に持ってきま

して、 

1:14:03 ＭＣであったり、今回ここは 4 分の 1ｔの詳細を書いてますけれども、コメ

ントＮｏ．12 番では代表も使ってますのでその辺りを並べてですね、 

1:14:13 整理した上で、 

1:14:15 関連小貫書くと、 

1:14:17 ＰＴＳの比較という形で、少しちょっとわかりやすい説明をしたいと思いま

すがコメントをまとめるということは、 

1:14:25 やってもよろしいでしょうか。 

1:14:28 いいけど、季節甘いです。 

1:14:31 いただいたコメントの中で私の方で、実際に審査会合にしたコメントにす

ると、今のを一緒に説明していただいたことが、この質問者の趣旨に非

常にソウノで、 

1:14:46 これでいいかと。 

1:14:49 思います。 

1:15:01 ご確認させていただきますまとめない方が、趣旨としては、合致してる

と。ただ、説明の仕方を、9 ページの表を使って、 

1:15:11 12 番の方も説明するのが良いんじゃないかというふうに受け取りました

が、よろしいでしょうか。 

1:15:29 すいません規制庁ツカベですけどちょっと違うこと言ってしまうかもしれ

ないんですけど、もともとの今回の会合での、その節すてきの紙は、 

1:15:39 審議官も言ってたように、アノて定量的にちゃんと説明してよねというこ

とでありまして、そういう意味でいうと今回、このパワポで説明されてい

る内容というのは、結果的に、 

1:15:51 定性的にしか説明されていないと思っていて、 

1:15:56 円の 

1:15:57 グラフがついているので、 

1:15:58 両定量的もしくはこの今出てる表をもって定量的だと言われてるのかも

しれないという説明なのかもしれませんけど、当然、計算した上でそうな

っているので、 

1:16:10 検査の中身がどうですかというのを含めて、 

1:16:13 ご説明いただくことが正しいのかなと思っていて、ただそれをパワポに

は表せないので、ちゃんと補足説明資料 2、計算過程も含めて、 

1:16:24 書いた上でご説明をされるべきだと思っています。で、 

1:16:28 関連温度と、 



1:16:31 ＰＴＳ評価は別物なので当然別でご説明いただければいいと思います。

以上です。 

1:16:47 九州電力人見です。申し訳ございません少々お待ちください。 

1:17:32 吉良ウエムラです。 

1:17:34 先ほどご指摘いただいてましたＭＲとかですねＡＭＧ、この辺りは補足

の方に記載をしてまして完了等もございますけども、先ほどいただきま

したご指摘を踏まえて補足の内容が足りているかというところも踏まえ

まして、再度、 

1:17:50 検討して、資料にちょっと修正をさせていただきたいと思います。 

1:17:53 おっしゃっていただきました通り、パワーポイントのサマリーを示すんで

すが合わせる、提出します補足にしっかり書くような形で、 

1:18:04 考えさせていただければと思っております。 

1:18:07 よろしくお願いします。 

1:18:22 規制庁藤川です他 13 番のところ。 

1:18:25 大丈夫ですかね。 

1:18:30 はい。では続いて、14 番の説明お願いします。 

1:18:40 はい、九州電力からアベでございます審査会合における指摘事項の回

答としましてナンバー14 番の方説明させていただきます。まずページ 2

ページの方を、 

1:18:51 お願いいたします。こちらナンバー14 番、炉心ソウノ海外損傷事例に関

して近年発生した事象について仙台 12 号炉と比較をし説明することと

いうコメントをご指摘をいただいてございます。 

1:19:05 ページ、市めくっていただきまして 10 ページ、お願いいたします。 

1:19:10 こちら、海外における炉心槽の損傷事例についてということでＨＢロビン

ソン 2 号機、米国のプラントについての記載を、情報を整理してござい

ますこちらＮＲＣのホームページに記載されております情報をもとにして

情報を整理いたしてございます。 

1:19:26 概要としましては 2022 年 12 月に一部ロビンソン 2 号機の炉心槽の目

視点検において、上部炉心そう溶接部 20 日の指示が特定され、 

1:19:36 調査を行ったところ 92％の指示であることが確認されたとなってござい

ます。 

1:19:43 概要、当該事象箇所に対して補修及び評価を行うことによりプラントとし

ましては 2024 年までの運転可能と判断されましてプラントが再稼働をし

ているとを確認してございます。 

1:19:55 記載しております通り本事象については原因等に関して、今後動向を

注視し情報を収集するとさせていただいております。 

1:20:04 下の表には基本的なプラントのスペックについて記載をさせていただい

てございます。 

1:20:10 ページめくっていただきまして 11 ページをお願いいたします。 



1:20:14 こちらに仙台 12 号炉の炉心そう溶接部の内面側の 

1:20:20 情報を示してございます。 

1:20:23 赤い線になりますがこちらがロビンソン、2 号機にてＡＣＡ一部支持が確

認された溶接線となっている上部周溶接になります。 

1:20:34 青色で示しております範囲が溶接線で黄色く着色しております範囲がこ

ちらが下のほうに記載をしてございますが炉心バッフル及び炉心白下

部炉心板による溶接性の可視 

1:20:51 ができない範囲がこの黄色で示してございます。 

1:20:55 このような範囲の、 

1:20:58 整理となってございます。 

1:21:00 ページめくっていただきまして 12 ページをお願いいたします。 

1:21:04 こちらに川内 2 号機の今度概念の溶接部のを、 

1:21:09 情報を整理してございます。 

1:21:11 こちら内面と同様に黄色で着色しております範囲が熱遮へい体がある

ことによる、蒸し範囲となってございます。 

1:21:21 ページ、続きまして 13 ページをお願いいたします。 

1:21:25 ここから仙台 12 号炉における保全の状況について整理をしてございま

す。 

1:21:31 仙台 12 号炉では維持規格に従いまして海外の損傷事例が確認されま

した上部周溶接部を含む、炉心槽の目視検査を行っており、これまでに

有意な指示が確認されたという実績はございません。 

1:21:44 次、驚異期間中検査計画及び点検実績ということで、炉内構造物の現

状保全としましては記載の通り、維持規格に示す、下記の試験方法等

に従いまして、供用期間中検査として、 

1:21:58 目視検査ＶＴスリーを実施しておりまして、これまで試験対象部位の異

常等がないことを確認してございます。 

1:22:05 下の表の中に維持規格に基づきまして点検内容及び資金の検査実績

を示してございます。 

1:22:13 1 点修正でございますがこの中の頻度の欄、Ｇ－110ＧＰＷＡＮのロセス

容器内部の 

1:22:22 中、頻度につきまして現在約 3 年前としておりますがこちら維持規格

2012 年版の反映に伴いまして現在 1、7 年に 1 回の点検となってござ

いますのでこちらをて修正させていただきたいと思います。 

1:22:37 続きまして、ページ 14 ページをお願いいたします。 

1:22:42 こちら、炉心槽の点検の様子につきまして簡単な図に、を使用しまして

ＶＰＰの流れを示した内容になってございます。 

1:22:54 外面内面をともにカメラを使用して目視点検を行っているというような状

況にございます。 

1:23:03 コメントＮｏ．7、14 に関しましては回答以上となります。 



1:23:16 すいません規制庁田口ですけれども、どうも説明ありがとうございまし

た。ちょっと 1 点確認と 1 点質問したいんですけど、 

1:23:24 12 ペーシ目ちょっと戻っていただきます。 

1:23:29 それを援用炉心槽にある原子炉容器出口ノズルと面タッチされるときあ

るじゃないかフランジ集まるやつ。 

1:23:38 そこの部分ってどうやってつ繋がったそこも要請ありません。 

1:23:51 お待ちください。 

1:24:30 申し訳ございません九州電力阿部でございます。すいません今ご指摘

いただきました箇所というのはすいません、パソコン画面上で資料共有

しております。ちょっと大変見にくくて恐縮なんですけれども、 

1:24:41 今買う、カーソルで示しております。フランジの一番上の部分のはじのと

ころという認識でよろしいでしょうか運送アベマーカーさヤマシタ、松谷

丸あるじゃないすか。 

1:24:54 それ暖かい水で打ち止めんタッチするじゃないすか。 

1:24:59 ＲＶの図の出口の方に、 

1:25:02 そこ、 

1:25:04 そこがないというのが三つスリル分出口分。 

1:25:08 それぞれさ。 

1:25:10 スギタ宮永れるだけでしたっけ。 

1:25:12 いや。すいませんこちらにつきましては溶接線がございます。ありますよ

ね。 

1:25:19 それは内外面か、確認可能ですよね。 

1:25:22 あれ。 

1:25:23 合わせまして、どっちかだけやった気がする手段。 

1:25:29 あ、九州電力からアベでございます。今ご指摘いただきました箇所すみ

ません図上図の上は溶接線として示してございませんでしたが、目視点

検による確認は可能かと思います。以上です。 

1:25:44 当然予算あることでよろしいですね。 

1:25:48 ない。あれ内外面は、すみませんありました。 

1:25:55 九州電力からアベでございます。すいません溶接線内外面両方にあっ

たかどうかについてはちょっと確認した上でご回答させていただきたい

と思いますがよろしいでしょうか。はいよろしくお願いします。 

1:26:05 それともう 1 点なんですけど今のページ以降です。黄色い部分が熱史

相対の下で見えないと。 

1:26:12 確かに目標はできないんですけど、 

1:26:14 技術的にはそこは隙間がありますので、そこにニュアンスプローブを入

れてですね。 



1:26:19 ＵＴなり、ＥＣＴは可能だと思うんですね。で、今回の海外のトラブル事例

をかんがみて、自主的にそこをやっていこうというそういうお気持ちを考

えはない、ございませんでしょうか。 

1:26:35 九州電力の植村です。ご指摘いただきました点については実態として

は 

1:26:43 おっしゃる通りだと思います。ただ、ちょっと我々もですねそういった技術

が実際、メーカーが持ってるかどうかっていうのは、今後ちょっと確認を

しないといけない部分になってございますので、今の状況でこれからや

っていけるかどうかっていうところを 

1:27:03 お話することちょっと今の段階で難しいかなというふうに思っておりま

す。以上になります。 

1:27:08 はい、わかりました。よろしくお願いします。 

1:27:22 規制庁日高です。 

1:27:25 スリーブという話なんですけども、これ両方ともスリーループで同じよう

な構造というふうに考えてもよろしいのでしょうか。 

1:27:46 九州電力からアベでございます。ご認識の通りプロビジョンん仙台とも

にスリーループのプラントであるということまで確認させていただいてお

りまして、 

1:27:57 構造上似たような状態であるかとは考えてございます。以上です。 

1:28:02 はい、ありがとうございます。 

1:28:09 ここです。 

1:28:12 溶接線の指示が入ってたところが、内面内面のみ指示が入ってたって

いう理解でよろしいでしょうか。 

1:28:23 九州電力阿部でございます。ＮＲＣのホームページから読み取った情報

によりますとそのような状況かと考えてございます。以上です。 

1:28:34 はい。ありがとうございますそれで 

1:28:39 今 

1:28:41 構造的には同じようなものだというふうに、 

1:28:47 認識したんですけども、例えば、 

1:28:52 ちょっとここまで分かるかどうかっていうのはわからないんですけど溶接

通のとカセ製造施工に何か違いがあるとかそういった情報。 

1:29:02 ていうのは入ってないんでしょうか。 

1:29:07 九州電力の植村です我々もですねＮＲＣのホームページとはしていない

んですけれども、ただ 

1:29:16 この損傷の原因であったり今おっしゃられた溶接構造が、溶接の施工

方法ですが、どのような形だったかっていうのはすいません現状のＢさ

んの方は読み取ることができておりません。 

1:29:28 以上になります。 



1:29:30 はい、ありがとうございます。ロビンソンの方は読み取ることができない

ってことは認識しましたで、仙台の方はこの溶接Ⅱについて施工につい

て、何か何ていうんでしょう、対策を 

1:29:44 対策っていうか、残留熱応力等の対策とかされてるとか、そういった話

はあるんでしょうか。 

1:30:07 少々お待ちください。 

1:30:59 九州電力浦部でございます。す、製造時の情報にであったりそのような

情報につきましてはロビンそうんの状況とあわせまして現在整理を行っ

ている。 

1:31:12 状況でございます。以上になります。 

1:31:16 衛藤規制庁ヒダカです。江藤状況理解しました。 

1:31:21 10 ペイジーの表にですね、 

1:31:25 溶接方法、或いは、 

1:31:29 あと材質を記載していただくことって可能でしょうか三つの 

1:31:37 プラントについて、 

1:31:40 経済部の植村です。仙台の方は、記載させていただくことは当然ながら

できますが、ロビーさんの方は現状、 

1:31:51 わからない状態ですので、その調査中とか、そういった話でもよろしいと

思うんですけども、 

1:32:07 90ｍｍある 

1:32:10 調査中と書けるかどうか、またちょっとご相談なんですが一応欄を設け

てですね状況が書き、状況を記載できるようにしたいと思います。 

1:32:21 規制庁日高です。了解いたしました。 

1:32:27 規制庁小嶋です。 

1:32:30 11 ページ 12 ページですけれども、ＶＴⅢを、 

1:32:35 行ってる。 

1:32:37 範囲について、いわゆる抜き取りの、 

1:32:41 試験の程度の 7.5％だと思うんですけど、 

1:32:46 その範囲をちょっと確認させてください。 

1:33:00 すいません少々お待ちください。 

1:33:27 九州電力浦部でございます。ロ、こちらに示しております炉心槽内外面

につきましては、可視範囲化して可能範囲先ほどお伝えしましたような

熱遮へい体の 

1:33:39 負荷範囲等を、を除く形で 100％を確認をしているような状況になりま

す。以上です。 

1:33:47 規制庁コジマ承知いたします。ではその旨をですね 10 ペイジーで結構

ですので記載をお願いしたいんですけどよろしいでしょうか。 

1:33:59 10 ページでも結構ですどこでもいいので、その旨を記載していただきた

いんですけど。 



1:34:05 はい、承知いたしました。その旨記載させていただきます。以上です。 

1:34:15 規制庁藤川ですすみませんちょっとわからないところがあって、14 ペー

ジの右下の図なんですけど、インフィルキャビティー断面図ってあってこ

こにグレーカードって書いてあるんですけどこれを、 

1:34:29 どういうことなんでしょうかここに設置されてるみたいな感じなんでしょう

か。 

1:34:35 旧燃料からアベでございますご認識の通りこのキャビティの壁面にグレ

ーカードを設置しまして点検を行う際に 

1:34:43 確認を行っているというようなことを図示する内容となってございます。 

1:34:47 規制庁フジカワつなぐ定検時になるほど、わかりました。あともう 1 個す

いませんめっちゃ細かい点で恐縮なんですけど真ん中 

1:34:55 足って書いたこの図で、270 度のところのカメラだけ。 

1:35:01 なんか、ずれずれてるというか、場所がちょっと他の 0 と 90、180 度から

ずれてるんですけどこれ何か、ちょ、物があって直接置けないからとか

そういうことなんですか。 

1:35:14 泉州電業からアベでございます。ご認識の通り実際こちら、点検の際は

キャビティ内にＮＣＩを仮置しまして、行っているものでキャビティの構造

上をカメラの位置が若干 270 度をちょうど 1 から少しずれる。 

1:35:29 形になるためこのような図となってございます。以上です。 

1:35:34 規制庁藤川です。はい、わかりました。ありがとうございます。 

1:35:48 あ、規制庁甘いです。 

1:35:52 確認のための質問なんですが、13 ページ。 

1:35:55 で、 

1:35:57 ＶＴ、 

1:35:58 13、 

1:36:01 記載なんですけども、ＶＴⅢを実施しておりこれまで試験対象部位の異

常ボルトどうも脱落過大な変形等がないことを確認している。 

1:36:11 いう書き方はこれの、特にこの過大な変形等がないことを確認してるっ

ていうのはこれＶＴスリーだからこう変えたということで実際は、 

1:36:19 1 の方に判定基準があるように、このような異常や脱落がないというの

を、 

1:36:26 つまり過大な変形以外にも、こういった、 

1:36:34 課題じゃない、もっと 

1:36:37 丁寧に見て、 

1:36:41 1 号 2 号の、この結果で量というのを出してると。 

1:36:44 つまりこの過大な変形等って書いたのは、ＶＴスリーだからこういうふう

に書かざるをえなかったと、そういう、 

1:36:51 ふうに見たんですがそれでいいでしょうか。 



1:36:55 九州電力安部でございます。ご認識の通りでございます判定基準につ

いては下に書いてある通りとなってございます。以上です。 

1:37:15 規制庁藤川です。ここは 14 番に関して、質問コメントありますか。 

1:37:23 はい。大丈夫ですかね。では 15 番の方にお願いします。 

1:37:34 少々お待ちください。 

1:37:45 九州電力の小山でございます。それでは何かコメント№15 番。 

1:37:51 です。代表機器として選定した一次冷却材管の評価上の条件はどのル

ープであるかを示すことということと、2 号炉の評価点処分について、フ

ェライト量が最も多い箇所としてホテル下ポートの直下を選定している

が、 

1:38:07 フェライト量は、他の部位と同じんなってるので、代表の選定方法につ

いて説明することというコメントいただいておりました。15 ページ目をお

願いいたします。 

1:38:17 まず一つ目の代表のループについてです。ループについては特定のル

ープを代表しているわけではございませんで、全ループの中でそれぞ

れ厳しい条件を組み合わせて評価を実施しております。 

1:38:30 具体的にはちょっとフェライト量から化学成分から出しますけども、その

テライとるを、 

1:38:36 まず人設置の手が厳しくなるよう、フェライト漁場最大グループを抽出し

ていくというのと、荷重についても同様に最大となるルートの条件を、 

1:38:47 それぞれものになってございます。 

1:38:51 けれども、もうもう一つのフェライト量最大箇所の選定の考え方というこ

とで、ホットレグの直管とクロスオーバレグ直管垂直管、 

1:39:00 ドウセイカンになるんですけども、これら、隅角部については、フェライト

量が教科書の記載値で、いずれについても約 17.3％と記載しておりまし

た。 

1:39:12 で、この三つの分については小数点第一位まで、丸めた値について用

いであったことから、小数点第 2 位までを比較して、その上でホットレグ

直管を再度部位として選定をしてございます。 

1:39:26 コメントの 15 番については以上です。続いて、コメントＮｏ．16 番でちょ

っと 16 番のコメントについては、一次冷却材管よりも、蓄圧タンク出口

第 2 逆止弁の方がグレード量が大きいか。 

1:39:39 代表として選定し、選定していない理由を説明することということでし

た。 

1:39:44 16 ページ目をお願いいたします。 

1:39:47 まず熱時効の評価においては、 

1:39:51 使用温度、ヒライ度量勢力の三つの値が高いほど評価上厳しくなること

から、これらの条件を考慮して選定選定を実施しております。 

1:40:00 で、川内 2 号炉については、衛藤ＣＯＯ温度と発生応力についてはホッ

トレグ直管が最も厳しいと。 



1:40:07 一方でレトロについては、蓄圧タンク出口第 2 逆止弁が最も厳しいとい

う背景がございました。 

1:40:14 これらを踏まえて代表選定の考え方についてですけども、 

1:40:18 まず、蓄圧タンク大学社名は弁になっておりますが、この辺は接続され

る配管と比較してマエダが熱い痛手の製造されているということで発生

応力小さくなります。 

1:40:30 製造時においても非破壊検査で有意な欠陥がないことを確認している

という背景がまず前提としてございます。 

1:40:37 江藤三つの条件についても、フェライト量の差異が形、軽微であること、

18、7.8 と 17.3％と軽微であるということ等、 

1:40:48 勢力と資本の差異、こちらについてはもう比較的大きいということでこち

らの方がもう評価上、効いてくるであろうということで総合的に判断をし

て、一次冷却材管、 

1:40:59 出口蓄圧タンク出口の議案、第 2 核種よりも厳しい条件であるというふ

うに判断をしているものとなってございます。 

1:41:07 で、17 ページ目お願いいたします。殊、7 月 18 日の審査会合でご説明

させていただいたパワーポイントの資料の、 

1:41:17 一次冷却材管のところの説明書きのところで、三つの条件、いずれも次

冷却材が厳しいというふうな記載ぶりをしておりましたが、ここについて

はご指摘の通り、ちょっと正確なイセアノ表現となりますので、 

1:41:32 トウミ右側の備考のところの下の下の 2、2 行で 2 件 

1:41:39 の記載ぶりをちょっと修正させていただいておりまして、他の機器部位

の使用温度、フェライト量、発生応力と比較をして、最も条件が厳しいと

考えられる次冷却材管を代表機器とすると。 

1:41:51 いうふうな整備にしております。これについては 16 ページの対応事項

のところにも記載しておりますけども、これ同じような文章が、補足説明

資料にもありますので、ここについても修正をさせていただくということで

考えてございます。 

1:42:06 本件は以上です。 

1:42:09 最後のコメントの 17 番です。57 番については、2 号炉の評価分につい

て応力最大箇所が 30 年目の評価における蓄圧タンク注入管台から 40

年目の評価における情報取り直管。 

1:42:23 に変更となった理由を説明することというものでした。18 ページ目をお

願いいたします。 

1:42:30 まず背景についてですが、2 号炉については、ルックの祭礼箇所が 30

年目においては、表の中で赤で示しておりますけども蓄圧タンクの人事

管理でした。 

1:42:41 40 年目において充てられ、ホットレグの直管が応力値の最大箇所とな

っております。 

1:42:48 この変更となった理由についてですが、30 年目の評価に置いて値を設

定しておりました、蓄圧タンク注入管台で方のう。 



1:42:58 しておりましたが、この設備の変更、具体的には、蒸気発生器の取替工

事を反映した結果、最大箇所は蓄圧タンク注入管からホットレグ直管 2

への変更となっております。 

1:43:10 この蒸気発生器の取りかえ工事に伴い、暴力の再開が変更になった理

由についてですけども、取りかえ後の定欠席の寸法ですとかＣ構造物を

反映した、 

1:43:22 地震応答解析モデルを用いてある解析を再度実施をしたということで、

その結果逆洗が大小関係の逆転が発生しているというものになります。 

1:43:33 この内容につきましては、補足説明資料、別紙の 13 に当該記載がござ

いますので、ここに設計をさせていただくということで考えております。 

1:43:44 熱時効についての説明は以上です。 

1:43:53 はい。規制庁藤川です。 

1:43:56 今のところについて、質問コメントありましたらお願いします。 

1:44:15 規制町長の水田です。はい。15 ページの記載、評価上の代表点の設

定の考え方については了解しました小令和補足説明資料にも記載いた

だけるのでしょうか。 

1:44:35 九州電力の福山です。衛藤はい方の箇所についても補足に反映をいた

します。以上です。 

1:44:43 規制庁の水田ですよろしくお願いいたします。 

1:44:50 はい。規制庁藤川です。 

1:44:55 とりあえずほらホットレグ直管の話は小数点 

1:44:59 第 2 位までいけば、 

1:45:01 こいつが最大だったということで了解ですね。 

1:45:06 その次の 16 ページのところも、 

1:45:10 蓄圧タンク出口 2 抑止弁と一次冷却材管で比較して、温度ヒライてる走

るトータルで考えれば一次冷却材が一番厳しいだろうということで、 

1:45:22 それは了解なんでいいかなと思うんですけど。 

1:45:29 評価書の方は何か補正とかは発生しないですか。大丈夫ですか。 

1:45:34 補足は直すっていうふうに今なってますけど。 

1:45:40 九州電力の福山です。はい。評価書の方についてはここまで詳しい選

定の考え方のところに記載しておりませんので、修正の必要はないとい

うふうに考えてございます。以上です。 

1:46:00 はい。おっこり申し。 

1:46:05 ちょっとですね 1 個気になったのが、 

1:46:09 蓄圧タンク第 2 逆止弁の説明、評価書の方ですね。 

1:46:14 そこの説明だと、 

1:46:20 一次冷却材管と比較してフェライト量及び応力が小さくってのが両方と

も小さいみたいな感じになっていて多分、今の記載と矛盾しちゃうのか

なと思うのでちょっと確認していただけますか。 



1:46:34 九州電力の福山で大変失礼しました。ちょっと当該箇所を確認をさせて

いただきます。はい。お願いします。はい。 

1:46:46 あとはそれから 18 ページでもらってここ、一番下のところ補足の別紙。 

1:46:56 13 に追記しますということなんですけどこれまだ、 

1:47:00 今日、今日提出されてないですよね。今後出していただけるっていうこと

でよろしいでしょうか。 

1:47:07 九州電力の小山です。はい。今後追って送付させていただきたいと思っ

てございます。はい、承知しました。 

1:47:21 規制庁日高です。2 号ろう、江藤 2 号炉の 30 年名と 40 年目の違いに

於いて、 

1:47:34 応力最大課長が、 

1:47:37 異なってきたっていうのは、この蒸気発生器の取りかえ工事Ｇに伴っ

て、 

1:47:46 取りかえ後の蒸気発生器の寸法や支持構造物を反映して地震応答解

析モデルを用いて、ループ解析を実施したことによって異なると、代表

役が逆転したことっていうふうに、 

1:47:58 説明がまずなされております。 

1:48:01 で、 

1:48:03 そうですね、これ。 

1:48:06 蒸気発生器取りかえ後の蒸気発生器の、 

1:48:12 寸法、寸法が変わるってことは、流量とかも変わってきた。 

1:48:16 という認識でよろしいんですか。 

1:48:20 九州電力の赤間です。はい、ご認識の通りで、寸法が変わったことでア

ノし、失点の重量が変わってございます。以上です。 

1:48:29 支持構造物を反映したというのはこれはどういうことでしょうか。 

1:48:40 九州電力の古山です。ちょっと誤解のある表現かと思いますのでちょっ

と修正したいかと思アノいたしますが、シミズ構造物については改造し

ておりませんが、 

1:48:51 取りかえ後の状態のアノモデルを用いたという趣旨で記載をしているも

のとなります。 

1:48:57 以上です。 

1:49:12 じゃ、すいません、ちょっと今よくわからなかったのですが、支持構造物

数は何も変えてないという認識なんですか。 

1:49:25 電力の二見です。ちょっと失礼いたしましたちょっと支持構造物の位置

がちょっと変わったかどうかはちょっと再度確認をいたします。ＳＧの高

さが変わってますので、そのモデル上の位置がもしかしたらちょっと変

わってる可能性もございます。ちょっとそこを確認させていただいて、 

1:49:42 正確な表現にいたします。 

1:49:45 以上です。 



1:49:46 すいません、衛藤補足説明資料の中で、 

1:49:51 このモデルの違いっていうところＬｏｗｅｒきちんと 

1:49:56 30 年目と 40 年目でモデルが違うというところは説明はなされています

か。 

1:50:09 九州電力の福山です。今今野。 

1:50:14 記載の中ではここまで詳しくは書いてございませんで 

1:50:19 別紙の 13 で 30 年目と 40 年の比較をしておりますので、この代表応力

最大箇所が変わったと言うことは、今現状記載をしております。 

1:50:31 Ａなので、その変わった理由の補足として、ループのループ解析の結果

が変わったこと。 

1:50:38 という今、二つ目のポツで書いてるような内容を追記をさせていただい

て別紙の 13 アノおって、そういたしたいというふうに今のところ考えてご

ざいます。 

1:50:52 衛藤。 

1:50:53 モデルがどういうふうに変わったのかっていうところをもう、説明いただ

けますか。 

1:51:04 優秀で電力のフクヤマで承知いたしましたちょっと変更内容ももう少しわ

かりやすく記載をいたします。 

1:51:12 衛藤規制庁ヒダカです。江藤。これ今ねツジコウノについて、 

1:51:19 の衛藤会頭なんですけども、 

1:51:22 低サイクルも同様の回答。 

1:51:26 になるんでしょうか。 

1:51:38 規制庁フジカワすみません、補足しますけど、要は 

1:51:43 低サイクルの方も、蒸気発生器取りかえに伴って解析の入力条件変え

ましたっていう説明があったかと思うんですけどそれの補足説明も同じ

ように、外荷重の見直しの話とか、 

1:51:55 書いたやつがまた提出していただくとそういうことでいいんですかねって

いう。 

1:51:59 主旨です。 

1:52:01 九州電力西田でございます。はい、そのような認識で問題ございませ

ん。 

1:52:08 規制庁日高です。だとするとここうはきちんと統一し、 

1:52:14 た答え方をしていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。 

1:52:21 九州電力の小山です承知いたしました。 

1:52:24 統一した、整合のとれた説明をいたします。 

1:52:28 以上です。 

1:52:31 規制庁フジカワです他、熱時効のところで、 

1:52:38 はい。規制庁生井です。15 ページ。 



1:52:49 と細かな話なんですが正確な表現ということで、2 点。 

1:52:53 ちょっとご検討いただけたらというのがあります。 

1:52:57 一つは上から 4 行目のフェライト量各課学生も書くことに、 

1:53:02 これせっかく、 

1:53:04 7 日なんて普通確性ぶった減数ななっちゃうので、 

1:53:09 化学成分はどうかなと思います。 

1:53:13 それから、 

1:53:14 もう一つはですね、 

1:53:17 フェライト量最大箇所の選定の考え方についてというところの、 

1:53:22 二つ目のポツで小数点第 1 目で丸めた値って書いてますが、 

1:53:30 これ、この聞こえるでしょうか。 

1:53:34 はい、聞こえております。丸めた値っていうのが、結局これ、小数点第 2

位で切り上げたわけですよね。 

1:53:42 だから丸めたっていうのが正しい表現なのかなっていうところでちょっと

検討、この 2 点。 

1:53:48 化学成分と丸めたというところで検討していただけたらなというふうに思

います以上です。 

1:53:56 九州電力の福山です。ご指摘ありがとうございます。いずれも修正をい

たします。入れてるようなところは、化学成分を用いて算出するというニ

ュアンスで書くのが正確かと思いますんで、 

1:54:08 ちょっと記載ぶり、検討いたします。以上です。 

1:54:25 はい。規制庁藤川です他、熱時効のところ、コメントないですか。大丈夫

ですか。 

1:54:33 はい。 

1:54:34 では、続いて、 

1:54:47 はい。続いて 18 番以降のところ説明お願いします。 

1:54:54 はい。九州電力のアトベです。 

1:54:57 それでは絶縁低下に関する指摘事項の回答をさせていただきたいと思

います。 

1:55:03 3 ページをお願いします。 

1:55:06 全体に関するコメントとしましては 3 件ございまして、まず 1 点目、ナン

バー18 になります。 

1:55:13 環境調査について、三沢文書に基づいて、過去に実施したものと、あと

最近実施したものの相違点があるかを説明することという指摘、指摘事

項をいただいております。 

1:55:25 回答資料としましては、19 ページお願いします。 

1:55:31 こちらのスライドにおきまして、ＮＩＳＡ文書、 

1:55:36 の対応、それとあと 40 年前の 40 年目の評価前、 



1:55:42 に実施しました環境調査の相違点を下の表に示しております。 

1:55:47 まず、調査範囲についてですが、こちらの相違点につきましては、 

1:55:53 40 年目の評価前に実施した環境調査においては、事故時に、過酷環

境となる主蒸気管室と、使用済み燃料ピット付近、 

1:56:03 新たに測定箇所として追加をしております。 

1:56:07 また、格納容器内の連通箇所、 

1:56:11 についても追加をしデータを拡充をしております。 

1:56:16 これらを含めまして全体として約 20 ヶ所程度、測定点を追加してござい

ます。 

1:56:23 続いて温度計測器につきまして相違点としましては、 

1:56:29 高線量区域での計測のために 40 年目の評価前においては、熱電対を

新たに追加をしてございます。 

1:56:39 続いて放射線の計測器につきましては、 

1:56:42 ＮＩＳＡ文書対応と 40 年目の評価前において相違点は特にございませ

ん。 

1:56:48 コメント№18 に対する回答は以上となります。 

1:57:09 アビスパ 

1:57:12 規制庁アマヤです。 

1:57:14 これも念のための確認なんですが、 

1:57:19 40 年目の評価前に実施した環境調査って書いてます。これ、40 年の

表、 

1:57:27 評価、 

1:57:28 ここの環境とはどういう位置付けなのかなんですけども評価で実施した

のかなって。 

1:57:35 ちょっと思ったので、 

1:57:37 ちょっとコメントさせていただきます。この表、表があるんですが表にも、

30 年目の評価に適用ということで、40 年の評価前って書いてるんです

が何かちょっと奇異に見えましたもので、 

1:57:49 評価でやったんなら評価で出し評価前だったら評価もやさしいと思うん

ですがちょっとそのあたりご検討いただければと思います。 

1:57:58 編集電力のアトベです。ご指摘ありがとうございます。こちらの 40 年目

の評価前というのは、実際に 40 年目の評価に使用した。 

1:58:08 値でございますので、今ご指摘いただいたようにちょっと記載の方は、

修正したいと思っており、思います。以上です。 

1:58:22 ほかにコメントございませんでしょうか。 

1:58:28 はい、それでは続きをお願いします。 

1:58:32 はい。続きまして、 

1:58:35 すみませんまた再度 3 ページお願いします。 



1:58:38 コメントの指摘事項のＮｏ、続きまして 19 になります。 

1:58:43 環境条件は 12 号炉を包絡する厳しい条件に設定しているとのことです

が、 

1:58:50 本件については、電気学会推奨案に対するものであって、ＡＣＡガイドに

基づく評価には適用していないかを確認し、説明することというご指摘

をいただいております。 

1:59:01 こちらに関しましては、20 ページのスライドをお願いします。 

1:59:08 ＡＣＡガイドに基づく評価に適用する環境条件につきましては、電気が

解析値同様に、1 号炉を包絡する厳しい条件を適用してございます。 

1:59:20 その条件っていうものは、ＮＩＳＡ文書の対応、12 号炉を踏まえたみそ文

書対応と、あと 40 年目の評価前に実施した、12 号炉、 

1:59:33 こちらを包絡する最も厳しい条件となっております。 

1:59:37 難燃ＰＨケーブルの環境条件の設定を、下の表に示しておりまして、そ

れぞれの敷設区分における温度と、線量率、 

1:59:48 については最も厳しい条件を使用してございます。 

1:59:53 難波実験に対する回答は以上になります。 

2:00:11 他に昆コメントございますでしょうか。 

2:00:23 規制庁フジカワすみません 

2:00:25 この質問、指摘が電気学会正社員に対するものＤＣ英語に基づく評価

に適用していないか確認し説明することで今、 

2:00:38 説明いただいたのを、 

2:00:41 どこの、 

2:00:44 電気学会推奨はね。 

2:00:47 と同様に、 

2:00:55 すいません九州電力アトベです。指摘事項に対して急に出すとまず、ち

ょっと、 

2:01:02 最初に述べてなかったので、一応Ｃ型に適用しているという文言を追加

させていただきたいと思います。そうですねその方がわかりやすいかな

と思いますので、お願いします。 

2:01:13 はいご指摘ありがとうございます。 

2:01:17 はい。他、質問コメント。大丈夫ですかね。 

2:01:22 はい。では、続いて、次のナンバー20 についてお願いします。 

2:01:29 はい。九州電力のアトベです。再び 3 ページお願いします。 

2:01:34 続いてコメントの指摘事項のナンバーの、20 番。 

2:01:38 影響主体としたケーブルの温度設定の適切性について説明することと

いう指示、指摘事項でございます。 

2:01:46 回答としましては、21 ページお願いします。 

2:01:51 こちらの指摘事項につきましては、電気ペネトレーション 



2:01:56 の外部リード 1－1 の 

2:01:58 長期健全性試験に用いたサンプリングケーブル、 

2:02:02 こちらの実施設環境の温度 40 等が適切であるかというご指摘をいただ

いております。 

2:02:10 回答としましては、供試ケーブルとして用いましたサンプリングケーブ

ル、 

2:02:15 こちらについては、他電力において実際に使用されてたケーブルでござ

いまして、 

2:02:21 プラント運転中のケーブル近傍での環境動作、実際に温度を測定した

結果に基づいて、47 度という温度に設定をしているため、 

2:02:31 実施設環境として適切な設定となってございます。 

2:02:35 なおケーブルの実施設期間である 38.7 年、 

2:02:41 このうち、プラント運転中の期間であります 21.3 年、 

2:02:46 のみを考慮して追加の加速劣化試験条件を設定してございまして、60

年間連続の通常運転相当の評価を実施してございます。 

2:02:55 実際には評価上考慮していなかった停止期間中 17．4 年につきまして

も、ケーブルを使用実績があることから、期間につきましても、保守的な

設定となってございます。 

2:03:08 №20 の回答については以上になります。 

2:03:25 規制庁事項ですはい、説明ありがとうございます質問コメントありました

らお願いします。 

2:03:41 規制庁フジカワでちなみに他電力ってどこで使われてたケーブルなんで

すかこれ。 

2:03:53 すいません少々お待ちください。 

2:04:09 すいません九州電力のセノクチです。どちらの電力につきましてはちょ

っと今の時点で開示可能かどうかがわかりませんので、ちょっとその点

も踏まえて別途回答させていただければと思います。 

2:04:21 以上です。はい。はい、わかりました。 

2:04:52 規制庁フジカワですいません他電力で使われてたのは何年間とかって

それもそれは、 

2:05:01 23 年ですか。 

2:05:05 九州電力のアトベです。実際に使われた期間が、なお書き以降に書い

てます 38.7 年でこの期間に対して稼働率実際にプラントが運転してい

た。 

2:05:19 期間を考慮すると、21.3 年という整理になります。以上です。 

2:05:46 規制庁フジカワヒダカ 38.7 実際使って月を考慮した 21.3 年で、それで

60 年ぐらいの数字を実施して、 

2:05:59 ただ、実際には余分にだから 17．4 年分。 

2:06:03 使用してたからその分本当は劣化してるけど、 



2:06:08 きてるからだから保守的な設定になっている。 

2:06:14 そういうことか。 

2:06:16 そういうことですね。 

2:06:19 はい。九州電力のアトベです。今のご認識の通りでございます。以上で

す。 

2:07:12 規制庁フジカワすみません、ちょっと念のため確認なんですけど、なお

書きのところによる、プラント運転中の期間である 21.3 年のみを考慮し

て、このプラント運転中の 

2:07:23 このプラントっていうのは、 

2:07:26 どのプラントのことなんですか。 

2:07:29 はい九州電力のアトベです。こちらのプラントというものは 

2:07:35 実際にこのサンプリングケーブルを使用していた他電力になります。以

上です。 

2:07:48 ああ、なるほどだからさ、そっか、単純にそれ、 

2:07:52 水敷設期間が 38.7 年で運転中は 21.30 って、ああ、なるほど。 

2:07:59 はい、わかりました。 

2:08:02 ありがとうございます。 

2:08:07 既設甘いです今のところなんですが、全く念のためなんですけども、 

2:08:11 この、このプラントっていうのは、原子力発電所なんでしょうか。 

2:08:18 はい。九州電力のアトベです。はい、ご認識の通り原子力発電所になり

ます。以上です。 

2:08:45 規制庁フジカワです。 

2:08:49 アノさん、この供試ケーブルを置いちゃって環境ワダから仙台にも、 

2:08:55 適用できるというか、使えるってことなんですよね。あ、すいません一応

念のための確認なんですけど。 

2:09:03 はい。こちらのサンプリングケーブルを実際に使用していた期間と、 

2:09:09 あと追加で加速劣化させた条件、 

2:09:14 これらを実際川内の実機環境温度と放射線を割り戻して、包絡性があ

ると。 

2:09:23 いうことを確認をしてございます。以上です。 

2:09:28 規制庁藤川です。はい、わかりました。 

2:09:31 ここコメントとかありますか。大丈夫ですかね。 

2:09:35 はい。 

2:09:39 町、 

2:09:43 それで甲斐ご指摘に関する、 

2:09:46 説明は以上になりますかね。 

2:09:48 幾つかコメントとか資料の修正とかあると思うのでまたよろしくお願いし

ます。 



2:10:01 次の説明の方に移っていただければと思います。 

2:10:11 少々お待ちください。 

2:11:05 九州電力の西田でございます。引き続き、共通その他のコメントに対し

まして回答をさせていただければと思います。まず共通事項の方から回

答の方説明させていただきます。 

2:11:19 共通事項のコメント反映整理をご覧いただきまして、ナンバー24 の方か

らコメントを回答させていただければと思います。 

2:11:30 まず 24、こちら 24 から 29 いただいておりましてこちらが現地確認時に

いただいたコメントで、こちら共通事項の方で回答させていただければと

思います。 

2:11:41 まず、ナンバー24 番、なんですけれども、技術基準規則の適合性につ

いて新規制基準施行以降のバクフィット案件についても適合し得ること

を補足説明資料について記載することといただいておりました。 

2:11:57 こちらコメント回答資料をつけてございます。コメント回答資料を 1000 年

12 号炉、共通事項 24、ご参照お願いします。 

2:12:07 こちらに関しましては審査会合でもご回答をさせていただいてます通り、 

2:12:15 申請高をバックフィット案件についても適用していくことを、こちらの方に

も記載してございます。ちょっと補足になるんですけれども今回のこのて

資料には反映できていない。 

2:12:27 ところが域ありまして、 

2:12:31 特重の火災のバックフィットをの件になるんですけれども先日 7 月 28

日に認可をいただいておりましてそちらの分がまだ反映できていない状

況でございます。 

2:12:42 こちらまたそちらの部分も反映させてこの補足説明資料の方を修正でき

ればと考えております。 

2:12:52 ナンバー24 のコメントについての回答は以上となります。 

2:12:56 続いて 25 大井カセ、説明させてもらってもよろしいでしょうか。 

2:13:07 はい。 

2:13:08 続きをお願いします。 

2:13:11 はいそうしました九州電力の西田です。承知しました。続きましてナンバ

ー25 のご説明いたします。コメント内容としましては先代原子力発電所

の施設管理の概要、 

2:13:23 のフローの中に高経年化技術評価をインプットとして追加するか検討し

必要であれば反映することといただいておりました。こちら、コメント回答

資料宣伝 12 号炉共通事故 25 をご参照お願いします。 

2:13:41 こちらフローの中に高経年化技術評価を大家課長検討しましたところ、

やはり入れた方がいいんじゃないかということで、次の次期ローズの方

に記載してございます。 

2:13:55 ＰＤＣＡの中にチェックと握手の中に高経年化技術評価を赤字で示す通

り記載してございます。 



2:14:09 コメント回答 25 については以上になります。 

2:14:18 規制庁生井です。説明ありがとうございました。 

2:14:22 この図につきまして、 

2:14:25 検討いただけたらという話をしたいと思います。 

2:14:29 長期施設管理方針、 

2:14:32 これ本冊のほうでは、 

2:14:36 これ、施設管理の実施方針に、 

2:14:39 反映、正確な質問はさせましては、反映することというのが、は、そうい

うふうに記載されていると思います。 

2:14:50 ですので国交は、長期間更新からすぐに保全計画の策定と、 

2:14:56 いうふうに言ってますが、この洲本上、 

2:15:01 の施設管理の実施方針にいくものではないかなというふうに、もう考え

ることができると思いますがそれについて、 

2:15:11 検定をしていただけたらと思います。先行事例ですと、いろいろな書き

方をされているんですけれどもでも最近になりますと、 

2:15:20 比較的新しいものは、そういったところにも配慮してるものがありますの

でそういったところも、参考にして検討していただき、いただけたらという

ふうに思います。以上です。 

2:15:39 九州電力の西田です。コメントありがとうございます。ちょっと各電力の

方を見まして検討させていただければと思います。以上です。 

2:15:57 はい。規制庁藤川です。他大丈夫ですかね。 

2:16:01 はい。次の回答お願いします。 

2:16:11 はい。九州電力の西田です。続きまして、コメントＮｏ．26 に移ります。こ

ちらいただいたコメント内容なんですけれども国内外の新たな運転経験

及び最新知見の反映。 

2:16:25 について大井発電所 3 号機加圧器スプレイライン配管溶接部における

事象や、ＮＲＣ以外の海外情報など、審査会合にて説明している内容評

価書に反映することと、 

2:16:37 いただいておりました。こちら、コメント回答資料仙台 12 号炉を共通事

項 26、の方参照お願いします。 

2:16:50 コメントを踏まえまして評価書の方を以下の通り 

2:16:57 下線部のところをですね反映したいと 

2:17:01 考えてございます。具体的な内容につきましては 1 号炉で言います、1

号炉事項とともに同じ内容の反映になるんですけれども、1 号炉を代表

して説明させていただきます。 

2:17:13 1 号炉のまた書き 123 パラメインになるんですけれども、海外の運転経

験としては、 



2:17:22 2 パラグラフになります。並びに以降で下線部を引っ張っておりますが、

並びにＰＷＲ海外情報検討会で重要情報としてスクリーニングされた情

報や、 

2:17:33 社外の組織、原子力安全システム研究所を国内外のプラントメーカー

等から入手した情報を対象者と、この下線部を追記、Ｅを考えてござい

ます。 

2:17:44 続いて下の方に行きましてｂポツで大飯発電所を記載をしてございまし

て、下線部引いてございまして、こちらの部分についても追記を考えて

ございます。 

2:17:57 共通事項 26、の回答につきましては、以上になります。 

2:18:08 規制庁甘いです。 

2:18:10 このＰＷＲ海外情報検討会が、 

2:18:15 ここで初めて出るのであればこれは何かというのはどっか脚注か何か

で、 

2:18:21 説明していただければというふうに思いますがいかがでしょうか。 

2:18:33 九州電力の西田です。コメントありがとうございますコメント踏まえまして

脚注か何か検討して記載の方をしたいと思います。以上です。 

2:18:50 はい。次の回答お願いします。 

2:18:58 はい。九州電力の西田です。コメントＮｏ．27 に移ります。こちらでいた

だいてたコメントなんですけれども自主点検の実施者を特別点検報告

書。 

2:19:11 に記載することといただいておりました。こちらに関しましてコメント回答

資料を仙台 12 号の共通事項の 27、参照お願いします。 

2:19:28 こちらに記載しております通り特別点検の実施者を特別点検結果報告

書に記載したいと考えてございます。 

2:19:38 原子炉容器は三菱重工業を原子炉格納容器は、タカダ工業所をコンク

リート構造物は大成建設ということでこの内容を特別点検結果報告書

に記載したいと考えてございます。 

2:19:54 以上です。 

2:20:06 はい、規制庁フジカワですここコメントとかありますか。 

2:20:11 大丈夫ですかね。 

2:20:14 はい。では続きお願いします。 

2:20:18 はい。九州電力の西田です。続きましてコメントＮｏ．28、に移ります。こ

ちらでいただいていたコメントなんですけれども、 

2:20:28 劣化状況評価書をに係る各メーカーの役割を補足説明中資料に記載

することといただいておりました。 

2:20:38 こちらコメント回答資料を共通線で 12 号炉共通事項 28－を参照お願い

します。 

2:20:49 こちらにつきましては 



2:20:53 補足説明資料の方に 

2:20:56 劣化状況評価の実施に係る協力事業者の管理という項目があります。

そこの項目について記載をし、したいと考えてございます。具体的に

は、2 ページ目になるんですけれども、 

2:21:12 補足説明資料の 21 ページに（2）ということで劣化状況評価の実施に係

る協力事業者の管理、 

2:21:19 ございまして 

2:21:22 この赤字でお示ししている部分、劣化状況評価に係る業務でこの括弧

で書いてるんですけれども、こちらで劣化状況評価対象機器の健全性

評価等と、 

2:21:33 記載してございましてこちらが協力事業者が行っている業務になります

のでこの記載を、補足説明資料の方に追記したいと考えてございます。 

2:21:43 ナンバー28 については以上になります。 

2:22:05 規制庁藤川ですね。ちょっと細かい点で恐縮なんですが、健全性評価

等の等って例えば他に何があるんでしょうか。 

2:22:19 少々お待ちください。 

2:22:46 九州電力の西田でございます。こちら、等はですね技術評価所のレビュ

ーだったりを行っておりまして、そちらも含めて等というふうに記載してご

ざいます。以上です。 

2:23:07 規制庁藤川ですはい、わかりました。 

2:23:10 他にここで質問コメント等ありますか。 

2:23:20 すいませんツカベですけど私のコメントを踏まえて対応いただいたところ

だと思うんですが、 

2:23:26 私のコメントの趣旨はその 3 者いるので、 

2:23:30 それぞれの 3 者が何をしているかということをご説明いただきたいとい

う趣旨なので、 

2:23:36 衛藤。 

2:23:37 新しい言葉を前に挟んでいただいても、 

2:23:40 ある意味、何の追加情報もない。 

2:23:43 ことになっておりまして、 

2:23:46 ちょっと補足説明資料で結構なので、 

2:23:50 それぞれの者が、3 者が何を具体的に担当したか、わかるように記載い

ただければ結構です。 

2:24:26 九州電力の西田でございます。はい。コメントを踏まえまして 3 社がそ

れぞれ 

2:24:35 少々お待ちください。 

2:24:48 九州電力の西田でございます。こちら会社ごとにどの設備を担当してい

るかというのが違ってございますのでそういったところも含めまして 

2:24:58 記載したいとござをもって、考えております。以上であります。 



2:25:06 はい。規制庁藤川です。衛藤他、この点については大丈夫ですかね。 

2:25:13 はい。では続きお願いします。 

2:25:18 はい。説明者かわりまして九州電力の植田です。コメント№29 番です。

コンクリート構造物の特別点検の補足説明資料 28 ページから 32 ペー

ジに記載しています。 

2:25:30 各点検項目の点検結果について、点検年月日を一覧表の下の方にの

欄外にまとめて記載しておりましたが、各点検結果ごとに、 

2:25:40 分けて、年月日を記載することということでコメントをいただきましたの

で、 

2:25:45 対応としましては、各点検項目の点検結果ごとに分けて年月日を、 

2:25:52 補足説明資料の 28 ページから 32 ページに追記しております。以上で

す。 

2:26:36 規制庁藤川ですこの点について、質問コメントありますか。 

2:26:41 大丈夫ですかね。 

2:26:43 はい。 

2:26:44 藤では、図説明都築の方をお願いいたします。 

2:26:51 はい。九州電力の植田です。続きましてコンクリート構造物のコメントフ

チセツツミムタ。 

2:27:04 九州電力の西田でございます。そしたら今日、コメント反映整理用のそ

の他の方を説明させていただければと思います。 

2:27:17 その他でいただいておりましたコメントなんですけれどもナンバー25 か

ら 35。 

2:27:25 をいただいておりますので順に説明させていただければと思います。ま

ずコメントＮｏ．25 を美浜で発生した事象に対するショットピーニング施

工範囲が、 

2:27:36 コメントＮｏ．3 にて説明した施工範囲に含まれていることがわかるよう

に記載を充実化することとコメントをいただいておりました。こちらコメン

ト回答資料を仙台 12 号炉その他 25、 

2:27:49 の方を参照お願いします。 

2:27:52 こちら以前回答させていただいておりましたナンバー3 の回答資料に補

足する形で、25 のオカイトウ資料を作成してございます。 

2:28:05 追記しましたところを記載を充実化しましたところなんですけれども、赤

字でお示ししている部分も追記してございます。 

2:28:15 簡単にご説明させていただきますと、美浜 2 号炉で発生した事象、は溶

接部、 

2:28:22 下の図でいきますと①番になります。において確認されてございます。

先代の当該部の先代のこの溶接部だ、ショットピーニングした範囲です

ね。溶接部に加えまして、母材もですね、 

2:28:38 範囲を取って実施してございます。 



2:28:43 こちら図の方にもショットピーニングの施工範囲ということで、赤字でし

ょ。括弧ショットピーニングと記載の方を 10 時間、充実化させてござい

ます。 

2:28:54 25 については以上になります。 

2:29:04 規制庁高野です。 

2:29:07 これ、私から、 

2:29:10 お願いした件でございます。それで、美浜の 2 号機で、 

2:29:16 この部位で起きたのは今、①と書かれておるんですが、ここんところはＰ

ＷＳＣＣが起きたということで、その隣ですね右側のセーフエンドウ、 

2:29:27 のところにも、小さなエースＣＣが当時発生、発見されておると。 

2:29:33 いうことで、その部品についてもう要はセーフエンドの熱影響部ですね。 

2:29:40 その部分についてももうショットピーニングがされていると言うのは理解

できました。 

2:29:47 ということで美浜で起きたのは今①というのと、溶接部の隣のですね、

セーフエンド側でもＳＣＣが起きてるというのが 

2:29:58 実態でしたので、そこがわかるよう 2 記載いただければというのが一

つ。 

2:30:04 それと、セーフエンド側の、 

2:30:09 ＳＣＣの原因が、内面の強加工。 

2:30:14 が、原因だというふうに結論づけられていたかと思っております。 

2:30:21 そういたしますとセーフエンド全体が、内面強加工された場合に、 

2:30:29 今、記載されている溶接部の反対側、要はセーフエンドとエルボーとの

継ぎ手、 

2:30:36 のところも同一の条件になって、ＳＣＣの可能性というのは、 

2:30:43 否めないのではないかということ今、Ｓ、ショットピーニングの範囲を三

つに分けておるんですけれど、そのセーフエンド側、 

2:30:55 に売ってる範囲だけで十分だったのかというのを、ご説明いただけます

でしょうか。 

2:31:10 九州電力の西田で少々お待ちください。 

2:32:12 九州電力の西田でございます。先ほどいただいた質問に関しましては

一旦こちらで確認させていただいて改めて回答させていただければと考

えてございます。以上です。 

2:32:25 はい。規制庁河野です。了解いたしました。ちなみに 2、評価書の方で

いくと、数ｇ。 

2:32:34 要は熱交換器のＳＧのですね。 

2:32:38 14 ページ。 

2:32:41 の方に、 

2:32:44 今申しましたセーフエンドのＳＣＣの評価をされております。 



2:32:50 で、私ちょっと気になったのはその反対側のエルボーとの継ぎ手は、Ｓ

Ｇの要は要件、熱交換器の評価書で、 

2:33:00 触れるべきなのか、それとも、 

2:33:04 配管側で触れるべきなのかというのがちょっとよくわかんなくて、その辺

もあわせて検討いただければと思います。 

2:33:16 九州電力の西田です。はい、承知しました。 

2:33:35 他にございませんでしょうか。 

2:33:38 それでは次の説明をお願いします。 

2:33:47 はい九州電力からＶＥＧＡご説明させていただきますナンバー26 番、今

回質問している設備ホウ酸注入タンク及びホウ酸フィルターについては

304 が用いられているためＢＷＲで発生した 304 のＳＣＣちょっと、 

2:34:03 状況を比較することをご指摘をいただいてございます。こちらその他 26

番回答資料のほうをご確認ください。 

2:34:13 こちらホウ酸注入タンク及びホウ酸フィルター等をＢＷＲによって発生し

たＳＣＣ事象との比較を表にして示してございます。 

2:34:23 こちらで示しております通り材料は同一の差圧 304 であるという、どうい

う点がございますが、溶接条件の違い等から、ホウ酸注入タンク及びホ

ウ酸フィルターについては材料が溶接による鋭敏か、 

2:34:38 する可能性は低いというふうに判断をしてございます。こちらの詳細の

内容につきましては、これまでにご説明させていただきました 10、№13

及び 19 の回答の資料の、 

2:34:49 をご参照していただければと思います。 

2:34:52 また使用環境についても確認した結果、ホウ酸注入タンク及びホウ酸フ

ィルターについてはＳＣＣの発生が懸念されるような温度域のより低い

温度域での使用となりますため、 

2:35:04 ＳＣＣ発生の可能性は極めて低いというふうに判断をしてございます。こ

ちら、後半の使用温度に関する確認状況につきましては、 

2:35:15 その他 23 番の回答資料をすでに 5 ご説明させていただいている状況

でございます。これらを合わせまして表として比較しましたところ、結論と

してＳＣＣ発生の可能性はＢＷＲ配管とは異なりホウ酸注入タンクホウ

酸フィルターについては、 

2:35:31 極めて低いと判断できるというふうに考えてございます。 

2:35:35 ナンバー26 の回答としましては以上となります。 

2:35:42 規制庁の高野です。ご説明ありがとうございました。強い温度が非常に

低く 8、100 度以下ということが確認できました。 

2:35:52 この件につきましては了解いたしました。 

2:36:01 にございませんでしたら続きましてナンバー27 のご質問、 

2:36:07 に進めさせていただきます。 



2:36:09 こちら伝熱管が熱交換器についてですけれども銅合金からサスに変更

されたことでスケールが付着しやすくなるのではないかというご質問を

いただいてございますんで、 

2:36:21 高ｐＨ運転でスケールへ付着が抑制されていることを踏まええさに取り

かえた場合でもスケール付着が考えにくいことを説明することというご

指摘をいただいてございます。 

2:36:31 こちらにつきまして回答としましては、スケール付着の発生について材

料とスケール界面発生については、材料やスケール、界面の固着力の

違い。 

2:36:42 いや表面粗さＡＲＴ材料間で差が出る可能性は、ございますが、基本的

にその基となる穂条件が高ｐＨ運転の導入により炭素配管の 

2:36:54 減肉、流れ加速型腐食になりますがこちらの発生が大きく抑制されるこ

とで、スケールの下、元となる鉄分の供給量が大きく減少することから、 

2:37:05 材料にかかわらずスケール上が抑制されるため、受ける付着量も抑制

されると考えられると判断してございます。 

2:37:14 ナンバー27 の回答としましては以上となります。 

2:37:21 アノタグチですけどもありがとうございました。 

2:37:23 論理としてはこれ結構なんですが、ちょっと確認なんですけど一度もうス

ケールの付着状況が確認されたことがないということですか、考えられ

るという推定で終わってるということ。 

2:37:41 九州電力からアベでございます。そのような確認をしていないというわ

けではございませんでして各熱交換機ごとに点検等でスケール付着の

状況を確認したりまた、必要に応じて清掃を行う等の対応をしてはござ

います。以上となります。 

2:37:59 私はそれでやはりペアーの前に比べればもう運転の差だとそういうこと

理解でよろしいですね。 

2:38:07 はい。ご認識の通り、大きく鉄の析出量が減少することが確認できてお

りますのでそのようなご認識で問題ないかとございます。 

2:38:16 以上です。はいありがとうございました。 

2:38:27 はい、それでは次の説明をお願いします。 

2:38:34 はい。では続きましてナンバー28 のご説明をさせていただきます。 

2:38:39 蒸気発生器に対する鉄の持ち込み量についてどのような方法にて計測

管理を行っているか説明することをご質問をいただいてございます。 

2:38:48 こちら回答としましては元、 

2:38:52 原因としまして高浜 4 号機におきまして発生しました蒸気発生器伝熱管

の減肉について、こちらの原因が蒸気発生器二次側への鉄の持ち込み

によるスケール発生が原因と考えられております。 

2:39:05 その水平展開としまして仙台 12 号機におきましては、別の持ち込み量

の継続監視を実施しているというような状況になってございます。 



2:39:13 タカハシの方法につきましては、仕事の給水の鉄濃度、こちらの測定結

果を用いまして、定検ごとにその持ち込み量から積算を行って鉄の 

2:39:26 スケール鉄の持ち込み量の計算を行って算出をしてございます。 

2:39:32 管理としましては持ち込み量についてはスケール発生が確認されなか

ったプラントとしまして代表として高浜 2 号機を例として鉄の持ち込み量

である 940ｋｇという値を管理値等を考えまして監視を行っているという

状況になっております。 

2:39:51 説明としましては以上となります。 

2:39:55 田内ですけどありがとうございます。まず、これ、どの位置で水を取られ

とるんですか。 

2:40:07 少々お待ちください。 

2:40:57 九州電力からアベでございます。二次系の水質管理の方法としまして、

高圧給水加熱器の出口のラインにおいて水質の鉄の持ち込み量の監

視を行っているというふうに確認をしてございます。 

2:41:13 タグチですが、それ最終の高圧ヒータですね。 

2:41:23 ご認識の通りでございます。それで、高浜の方もその 1 で撮った 940 何

ですかねこれ。 

2:41:31 その辺がわかれば教えていただければというだけですが。 

2:41:36 要は同じ位置でとって比較対象とされてるのかなという。 

2:41:41 確認です。 

2:41:43 九州電力からアベでございます。申し訳ございません監査様の方での

最終箇所につきましてはちょっと確認できていない状況ではございま

す。以上となります。 

2:41:58 はい。確認できればしておいていただければと思いますね。 

2:42:04 承知いたしました。確認できる範囲で確認させていただきます。以上で

す。 

2:42:09 はい。よろしくお願いします。 

2:42:28 規制庁アマヤです。 

2:42:30 はい。 

2:42:33 目のための質問なんですが、 

2:42:35 この 

2:42:37 940 キロっていう数字なんですが、 

2:42:39 これは今、 

2:42:41 お話があったポイントでサンプリングして、 

2:42:45 濃度を求めて、全体の 

2:42:48 原子炉棟 0、 

2:42:51 水道、水野。 



2:42:56 一次冷却水のボリュームを、をかけて出しましたっていうそういう理解で

よろしいですか。 

2:43:06 電力から上でございます。ご認識の通りそのような流れで計算を行って

いるものになります。以上です。 

2:43:20 はい、次の説明お願いします。 

2:43:24 はい。九州電力の西田でございます。続きましてコメントＮｏ．29 の方に

移ります。いただいてたコメントとしましては、容器のうち加圧器本体に

なります。 

2:43:36 こちらの 2 ページの記載につきまして、管台の取りかえのように読める

ため内容を確認して記載を適正化することといただいておりました。こち

らは正しくは館内の取りかえではなくて、溶接金属、 

2:43:51 600 系ニッケル基合金から 690 系ニッケル基号機へと変更しているとい

うものが正しい記載なり、なりますので、こちらの方は評価書のほうを記

載を見直したいと考えてございます。以上になります。 

2:44:14 はい、次の説明お願いします。 

2:44:18 はい九州電力のアトベです。続きましてコメントＮｏ．30 番。 

2:44:23 加圧器ヒータに関しまして、エンドウＰＬＵＧに応力腐食割れが発生しな

いことを評価書に記載のことというコメントをいただいております。 

2:44:32 対応としましてはエンドウＰＬＵＧに応力腐食割れが発生しないという文

言を評価書のほうに追記をしたいと考えております。以上になります。 

2:44:44 はい、次の説明お願いします。 

2:44:49 はい。九州電力からアベでございます。続きましてナンバー31、ラジア

ルキーが評価対象として追加された理由を説明することというご質問を

いただいてございます。 

2:44:59 こちら先行プラントの審査におきまして工認上を評価の厳しいラジアル

キーを評価対象に追加することをしておりまして、それを仙台 12 号につ

いても踏まえて評価対象として加えたものになってございます。 

2:45:13 回答としましては以上となります。 

2:45:17 田内ですがありがとうございます。ちょっと確認なんですけど、 

2:45:21 コメントした趣旨はですねまず 30 年目でラジアルキーは入っていなくて

40 年目で取り上げられたと。 

2:45:28 で、まず確認するこの先行プラントとおっしゃってるのは、関連の高浜

12 美浜さん、よろしいでしょうか。 

2:45:41 九州電力からアベでございますそちらご認識での通りでございます。 

2:45:46 それで、ね、御社の仁木も含めて号機で共通してるのは、背建設時と比

較して、基準地震動が変わったということですよね。 

2:45:58 で、ラジアルキーワー基準プラント設計時の基準地震動に対して余裕を

持って設計されてると思うんですよ。 

2:46:07 で厳しくなったというのは 30 年目の時には、基準地震動は建設時その

ままで、今回変わったと。 



2:46:15 そこで厳しくなった。 

2:46:17 で出てきた評価に対象としたということになりますがよろしいですか。 

2:46:40 なりますが、そう理解するんですけれどもよろしいでしょうかということで

す。 

2:46:48 九州電力安部でございます。当社としてもそのような認識でございま

す。 

2:46:52 そうだとすると、設計時は幾ら基準地震動が変わってもこれだけ余裕が

ありますというのを示していただきたいんですよ。 

2:47:08 と言います美浜サンゴわあ、 

2:47:11 等例えばね、ちょっと多分調べられてると思うんですけど、関電さんの 3

期は、最初の申請では入ってなかったんですよね。補正で入れてきた

と。 

2:47:21 美浜サンゴは認可取ったど炉内構造物を取りかえられたって、その時

にラジアルキーを大型化してるんですよ。 

2:47:29 ミヤマサンゴは大きく基準地震動が変わってるので多分あの、今の昔

の設計では耐えなくて大きくしたと。 

2:47:36 多分そういうことなんで、 

2:47:38 御社の場合はそんな必要ないんだということを定量的に示していただき

たいということです。 

2:48:06 すいません少々お待ちください。 

2:48:36 九州電力からアベでございます。すいません。ご質問の趣旨としまして

こちらとして考えておりますのが、後任の方で評価を行いました内容を

整理して評価上問題がないことをご説明するというような回答になるか

と考えておりますがそのようなことでよろしいでしょうか。 

2:48:59 はい。できれば定量で表せられれば、結構。 

2:49:02 それがいいんですけど。 

2:49:05 無理ですかね。 

2:49:15 九州電力からアベでございます。すいません。過去の評価の工認の内

容も踏まえまして確認した上で改めて回答させていただこうと思いま

す。以上です。 

2:49:26 規制庁日高です。ラジアルキーの評価なんですけども、 

2:49:33 新規制基準に於いては、の基準地震動Ｓｓによる評価を行っているとい

うふうな、 

2:49:43 行っているのでしょうか。 

2:49:50 すいません九州電力からアベでございます。そこも確認した上で整理さ

せていただければと思います。以上です。 

2:50:05 規制庁ヒダカです。はい。よろしくお願いします。 

2:50:23 はい。では次の説明お願いします。 



2:50:34 はい、九州電力からアベでございます。続きましてナンバー30 にご確認

させていただきます。ラジアルキーに対してＣＣが劣化事象となっている

がその理由を対象と理由と対象を説明すること。 

2:50:46 またラジアルキーに対して問 5 劣化事象として考慮する必要がない理

由を説明することとご質問いただいてございます。 

2:50:53 回答としましては先ほどの話と近いものがございますが、先行のプラン

トの審査状況を踏まえまして、ラジアルキーをＳＣＣの評価対象として追

加することとしてございます。 

2:51:05 で、摩耗のを考慮につきましてはラジアルキーは炉心の位置決め機能

を有してございますが、運転中に有意な応力が作用しないというふうに

考えてございましてこのことから摩耗の評価対象の外としてございま

す。以上となります。 

2:51:21 アノタグチですありがとうございます。えっとですねここもコメントの趣旨

は、ラジアルキーの 

2:51:27 のＳＣＣで書かれてるのはラジアルキーか、それをキーを止めてるボル

トのどちらかですかと確認したのでまず金を対象にされてるということで

よろしいですか。 

2:51:46 90 燃料からアベでございます。こちらラジアルキーにつきましてはボル

ト等々個別で考えてはございませんでして、ラジアルキー全体として評

価対象等を見ているというような状況でございます。以上です。 

2:52:01 そうするとその次の行ね三行がラジアルキー云々でゆ 

2:52:05 運転中に有意な応力が作用しないのにＳＣＣは懸念する。 

2:52:12 される。 

2:52:14 確かに事故方向はフリーなんで、 

2:52:17 そこは上がるんですけど、 

2:52:21 ちょっと矛盾してませんかねという確認です。 

2:52:44 九州電力からアベでございます。こちらおっしゃる通りな部分はございま

すが、材質等を及び水室的な部分をこう考えまして、 

2:52:55 念のためといいますかそういったことを考慮して、ＳＣＣについては評価

対象としているというような状況になってございます。以上です。 

2:53:06 はタグチですちなみにここは、 

2:53:08 点検って具体的に、目視点検ですか。 

2:53:12 されてる場合は、 

2:53:17 九州電力からアベでございます。こちらにつきましては先ほど炉心槽関

係のお話でもございましたようなところの中の、 

2:53:30 取付金物を目視点検、この中で確認をしているという状況でございま

す。以上です。 

2:53:38 はい、わかりましたありがとうございます。 

2:53:49 はい。 



2:53:50 次の説明お願いします。 

2:53:55 九州電力の人見です。コメントＮｏ．33 番。 

2:53:59 お願いします。制御棒クラスタ駆動装置のラッチハウジングと駆動軸ハ

ウジングの用実務に対して、ＳＣＣを想定していない説明することという

コメントをいただいております。 

2:54:11 こちらに関しましては、制御棒クラスタ駆動装置のラッチハウジングと駆

動軸ハウジングについて、ついては、原子炉要求薮田鳥飼に伴いまし

て、サトウのＳＣＣ対策としましてＳサスＦ316 清野ハウジング 

2:54:26 部を対応しております。それらを横切にて接続してございます。 

2:54:31 また狭隘部となるキャノピーシールを廃止した、補足をしています。 

2:54:35 なお加古土佐さん丸井温泉のキャンプキャノピーシール構造での同意

書が確認されていますが、佐瀬さん植生のキャノピーシール構造での

漏えい所は確認されていません。 

2:54:47 従って制御棒クラスタ駆動装置のラッチハウジングとプロジェクハウジン

グの溶接に対して、ＳＣＣを想定してございません。 

2:54:55 説明は以上になります。 

2:55:00 田口さんありがとうございます。 

2:55:02 確認なんですけど、確かに突合せタイプにされてるんでね、確認ですけ

ど例えば配管だとＲＨＲ316 で突合せでも白三角、イシイタシロ三角にな

ってますよね。 

2:55:16 でもここは、 

2:55:18 もう完全にバーということで、その考え方、 

2:55:22 その違い、過去にそういうこの構造では出ていないからという、そういう

ことだけなんでしょうか。 

2:55:30 それとちなみにＩＳＩではここも串田形ですかね。 

2:55:43 九州電力のヒトミです少々お待ちください。 

2:56:51 九州電力の人見です。すいませんお待たせいたしました。いただいた意

見のコメントにつきましては別途確認して整理してお示しいたします。以

上でございます。 

2:57:02 田口ですよろしくお願いします。 

2:57:20 はい、次の説明お願いします。 

2:57:27 はい。九州電力浦部でございます。続きましてナンバー34 番、ダクトの

伸縮継ぎ手の劣化について温度以外による劣化も考慮しているか説明

することとご質問をいただいてございます。 

2:57:40 こちら回答としましてダクトの伸縮継ぎ手に使用されているゴムにつきま

してはクロロプレンゴム及びシリコンゴムの 2 種類がございまして、いず

れも日本ゴム協会のゴムの技術基準、ゴムの技術の基礎、 



2:57:54 におきまして対廊下生体光全体構成にすぐれているという評価がされ

ておりまして、温度以外の条件に対しても耐性を有していることを確認し

てございます。 

2:58:07 なおいずれのゴムにつきましても使用可能温度が定められておりまし

て、当該温度範囲内使用可能温度範囲内であるの使用であれば、 

2:58:17 基本的に問題がないというふうに考えられるものの、劣化要因の一つと

して、その温度のほうを管理していると、いうような状況になってござい

ます。回答としましては以上になります。 

2:58:36 はい、次の説明お願いします。 

2:58:44 九州電力の津山でございます。35 番参ります。屋外のオイルスナバー

について、ＰＬＭ上のどのように考慮しているのかということを説明する

ようにというコメントです。 

2:58:55 お答えとしましてはＰＬＭ評価においては、屋内と屋外のこの区別はし

ておりませんで、腐食や摩耗等の想定される事象に対する評価を実施

しております。 

2:59:07 ただ屋内屋外区別はしていないんですけども、保全の内容としては度

統一し、共通でして、日常の巡視点検とかですとか、 

2:59:19 定期的な点検を実施しておる。 

2:59:21 そうすることで、オイルや物についての消耗品についてはまず交換をす

るということと劣化等不具合がある場合には部品の交換を実施しますて

機能機能性能に問題がないように適切に補助を、 

2:59:34 行っていると、いうことがもう確認とれております。 

2:59:37 説明は以上です。 

2:59:45 規制庁鈴木ですが。 

2:59:47 ちょっと確認したいんですが、 

2:59:50 屋外でのオイルスナッバの適用例っていうのは、 

2:59:54 自分は 

2:59:55 あまり知らなかったんですが、そこで 

3:00:00 実際の使用実績で今回の当該部以外にですね、 

3:00:04 過去にもこういう屋外で使われたり、 

3:00:07 あるのかどうか、それは仙台 12 号炉、 

3:00:11 或いはそれ以外でもいいんですが、その辺についてわかる範囲で追記

していただきたいなと。 

3:00:17 思いますがいかがでしょうか。 

3:00:21 九州電力の福山です。承知いたしました。使用箇所、実際どういった箇

所に使用されているのかというのを、具体的に 00 時になると思うんで

すけどお示しをします。 

3:00:31 実際に使用されてる箇所ございまして、例えば、ここ現地確認で見てい

ただいたところなんですけど、これについても 



3:00:41 砂場オイルスナバーについても、定型んごとに、工場お送りして保全を

やってるということをやっております。その他にも 

3:00:52 使用箇所ありますので、ちょっとそういった箇所をお示しをしたいと思い

ます。以上です。 

3:01:00 規制庁鈴木です。 

3:01:02 使用箇所というのは今現地で確認させていただいた、 

3:01:06 ピンポンバター加熱蒸気管以外ということでよろしいですね。 

3:01:12 九州電力の小山です。そのご認識の通りとなります。 

3:01:18 それは川内 1 号、或いは 2 号炉の中でということでよろしいですね。 

3:01:34 はい。九州電力の福山です。ご認識の通りとなります。守旧性は例えば

地球性配管の上部ですとか、そういったところにも使われているというこ

とは確認できてます。 

3:01:45 以上です。 

3:02:05 はい。規制庁日高です。 

3:02:09 他に、 

3:02:12 次お願いします。 

3:02:17 九州電力の植田です。 

3:02:19 コンクリート構造物のコメント回答に移りたいと思います。コンクリート構

造物のコメント反映整理表、3 ページ。 

3:02:29 ございます。 

3:02:31 コメントＮｏ．23 と 24 ありまして、二つ続けて説明させていただきたいと

思いますがよろしいでしょうか。 

3:02:40 はい。お願いします。 

3:02:42 はい、ありがとうございます。 

3:02:44 それではコメントＮｏ．23 番。 

3:02:47 現地確認時に、 

3:02:51 コメントいただいた内容になります。新規制基準以降に設置されたコン

クリート構造物のアルカリ骨材反応に関する試験結果を、劣化状況評

価の補足説明資料、別紙需要に追加することと、 

3:03:03 いうことでコメントを受けておりますので、12 号とも補足説明資料の別紙

14 に新規制基準以降に設置した代表構造物に使用した、 

3:03:13 それに対する反応性試験結果を追加しております。 

3:03:17 コメントＮｏ．24、こちらについても、現地確認いただいたコメントでござい

まして、影響度他について、各対象部位における平均値の基となる、サ

ンプルの三本の試験結果。 

3:03:30 を、特別点検、または、劣化状況評価の補足説明資料に追加することと

いうことでコメントを受けております。 

3:03:37 こちらにつきましては 12 号炉とも、特別点検の方の規則説明資料 2、

別紙 7 を新たに追加しまして、強度他の点検結果の詳細、 



3:03:47 について記載をしております。 

3:03:49 説明以上になります。 

3:04:01 規制庁のコジマです。 

3:04:04 特別点検の 

3:04:07 別紙椎名なあのですね。 

3:04:10 塩分浸透のところについては、塩化物イオン労働に加えて、 

3:04:17 4 両についても、 

3:04:18 併記して記載をお願いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

3:04:26 はい。コメントありがとうございます。形成力の植田です。コメント 

3:04:31 いただきました塩化物イオン量につきましても、追記し、するようにいた

します。 

3:04:36 施設をコジマですよろしくお願いします理由はですねやはり鉄筋、 

3:04:42 下部リーの先の敵の近傍で、 

3:04:49 腐食原価に近づいているところがあったっていうようなことを公開の会

合でも、 

3:04:56 コメントしましたけれども、そういったことがわかるようにするために併記

をしていただければということで、 

3:05:03 お願いをさせていただきました。 

3:05:07 はい。九州電力の植田です。ありがとうございます。対応いたします。 

3:05:41 九州電力の上田でございます。 

3:05:43 特にありませんでした。 

3:05:46 しょうか。 

3:05:47 ありませんでしょうか。規制庁ですと、ちょっとだけ待ってください。 

3:05:52 かしこまりました。 

3:06:25 はい。規制庁小島です。 

3:06:27 別紙 14 についても確認しましたので特にコメントはございますこちらも

コメントはございません。 

3:06:37 じゃ次じゃあ続けてくださいお願いします。 

3:06:41 コメント回答については以上になります。 

3:06:48 はい。規制庁藤川です。今日の回答以上です。はい。 

3:06:53 清規制庁の小嶋ですけど他にも赤字のところがあるんですけれども、そ

こについては、何か説明は特になしなしでしょうか。 

3:07:07 九州電力の上田でございます。失礼しました。赤字につきましてはです

ね 

3:07:14 少し誤植があったところが幾つかありましたので、そこを修正させていた

だいております。 

3:07:22 はい、じゃあちょっといくつか確認させてもらいたいんですけど、例えば

ですけれども、 



3:07:32 別紙 19 のところのあるですね。 

3:07:38 強度のところについて、審査で説明をいただいたものを、 

3:07:44 直しているかと思うんですが、記載して直してるかと思うんですけど。 

3:07:49 例えば別紙 19－4 ページのところで、 

3:07:53 ページとか、 

3:07:55 丁寧に記載してもらったということで反映していただいたんですけど、こ

れに合わせてですね、 

3:08:01 他のところも、 

3:08:02 引用がですね抜けてるようなところとかを、もう一度確認をお願いしたい

です。 

3:08:10 理由がですね、 

3:08:14 アルカリ骨材反応の、 

3:08:16 アルカリ溶液新司法審査。 

3:08:20 をやっていただいたところ、 

3:08:22 について、 

3:08:24 引用がされてないと思うんですね。あれは 

3:08:29 コンクリート工学会の、 

3:08:34 あり方県とかですね、そこら辺のところの報告書から引用しているかと

思うので、 

3:08:40 そういったことがわかるようにですね、記載が抜けているっていうこと

で、全体通して、引用は抜けてないかというのも、もう一度確認をお願い

したいんですけれども、よろしいでしょうか。 

3:08:58 九州電力の植田です。ございます。ありがとうございます。 

3:09:02 すいません 

3:09:07 画面に示している別紙 19 のところで、 

3:09:13 ございますでしょうか。別紙 19－4 ページのところを見ると、 

3:09:18 はい。 

3:09:21 そこですね。そこで赤字で、引用のところを直していただいているので、 

3:09:28 それはこちらのコメントを反映していただいたんですけど、 

3:09:32 それの水平展開で、別紙例えば別紙 16 の、 

3:09:37 1 ページを見ていただくと、 

3:09:45 そこのですね。 

3:09:47 促進包丁。 

3:09:52 試験結果ってところの（2）のところですね。 

3:09:57 アルカリ溶液、 

3:09:59 身障浸漬法のところについて、 

3:10:03 これの、 



3:10:04 引用がないないいですよねこれＪＣＩのＳ－00011－2017 はこれはその、

それで、 

3:10:13 通常の空気中での足シンボ等でわかるんですけどアルカリ溶液の方の

ものは、 

3:10:19 何を引用したのかっていうところが抜けているので、そういったところが

抜けているのでそ、そこを、 

3:10:27 どうかってことです。 

3:10:32 九州電力の生田でございます。ご指摘の件、こちらの方へ理解しました

ので、その出典をしっかり書き込むようにしたいと思います。 

3:10:43 できましたらまたご提示させていただきますよろしくお願いします。規制

庁コジマ氏よろしくお願いします私もこれぱっと見て気がついたところな

ので、他も含めてちょっとよく見ていただければと思いますよろしくお願

いします。 

3:10:58 俳優海田しましょう。 

3:11:02 井清等のコジマですけどホッカーのところで、 

3:11:08 この補足説明資料の 16 ページ。 

3:11:13 のところですけれども、 

3:11:22 敗訴先日別件でここ耐火能力のところがあったと思うんですこれはもう

すでにん直しが完了したということでよろしかったでしょうか。 

3:11:34 一種電力の植田です。はいその通りですね以前内部コンクリートのとこ

ろの耐火能力のところが記載がありましたので、そこは修正させていた

だきました。 

3:11:45 規制庁の小嶋です。ではそれについても 

3:11:48 コメント対応表ということで番号付けて一応記録には残していただきた

いんですけれどもよろしいでしょうか。 

3:11:57 はい。九州電力の植田です。コメント対応、反映表のほうに追記いたし

ます。 

3:12:03 接町の小嶋です。そこあわせてですけど、 

3:12:07 ここの基となるこの三角のところが、 

3:12:11 外部しゃへい機、 

3:12:13 原子炉格納施設基礎、すいません、原子炉補助建屋、そして取水構造

物この三つに、 

3:12:23 三角がついているんですけれども、例えば燃料取扱建屋とかってのは、

何もないクーランなんですけど、 

3:12:32 等、ここについて、 

3:12:37 元となるですね、9、9 ページのところ、 

3:12:41 見ると、 

3:12:49 9 ページ見ると、斜線ではなくて横ばいになっているので、こういったとこ

ろの横版のところも三角になるのではないかなと思うんですけれど。 



3:12:59 それガス横版のところでさ、先ほど 16 ページで三角があるものと、 

3:13:05 ないものの差というのは、 

3:13:07 どうしてなんでしょうか。 

3:13:13 九州電力の上田氏少々お待ちください。 

3:14:20 あ、すみません九州電力の松尾と申します。先ほどのご質問内容につ

きまして、すいません。内部コンクリートと原子炉格納施設基礎につきま

しては今映しているために、 

3:14:34 耐火能力の要求が斜線になっておりますので、空欄となっております。 

3:14:41 そして下の燃料取替建屋とタービン建屋につきましては、こちら鉄骨構

造物の代表として、をしておりますので、 

3:14:50 そちらでは、耐火能力の 

3:14:53 要求については、 

3:14:54 ナイトウ、耐火能力の低下については、三角をつけておりませんで空欄

としております。 

3:15:02 以上です。 

3:15:04 規制庁の小柴です。 

3:15:07 要はこういう横ばいになってるのはどうしてでしょうか。 

3:15:11 要求の有無で、 

3:15:14 鉄骨。 

3:15:17 だけど対価要求の有無はあるよとでもコンクリートじゃないから、 

3:15:26 三角にはなってないとそういう理解でよろしいでしょうか。 

3:15:43 というのは 9 ページのところコンクリート構造物の代表構造物で記載さ

れているので、確認なんですけど。 

3:16:15 履修電力ウエダです。 

3:16:18 遅くなりまして申し訳ありません。一度内容を整理しまして、 

3:16:22 資料を修正したい、対応したいと思います。 

3:16:26 規制庁コジマで承知いたしました。では今のもう、 

3:16:30 ＱＡという形で、1 件追加して、回答、確認をさせていただくという形でよ

ろしかったでしょうか。 

3:16:43 はい。九州電力の植田ですコメント対応整理表のほうに追記いたしま

す。 

3:17:19 規制庁の小嶋です。私からは確認、今日確認したいことは以上です。 

3:17:39 九州電力の方を準備させていただいた資料の説明は以上になります。

はい。 

3:17:45 はい、規制庁フジカワでそこは、全体通して何か質問とかコメントをし忘

れとかないですか。 

3:17:53 大丈夫ですかね。 



3:17:56 はい、江藤様は本日のヒアリング以上で終了したいと思います。東京の

コメント。 

3:18:05 ところ踏まえてまた、資料の修正準備等をお願いいたします。 

3:18:10 それでは本日ヒアリング以上で終了したいと思いますありがとうござい

ました。 

3:18:15 ありがとうございました。ありがとうございました。 

 


